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   第 ７ 回   熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

平成30年３月13日(火曜日) 

            午前９時58分開議 

            午後０時５分休憩 

            午後１時０分開議 

            午後１時58分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第45号 平成30年度熊本県一般会計予

算 

 議案第54号 平成30年度熊本県林業改善資

金特別会計予算 

 議案第55号 平成30年度熊本県沿岸漁業改

善資金特別会計予算 

 議案第91号 熊本県国営土地改良事業負担

金徴収条例の一部を改正する条例の制

定について 

 議案第108号 権利の放棄について 

委員会提出議案 農協改革に対するＪＡ自

己改革の尊重・支援に関する意見書(案) 

委員会提出議案 青果物等の首都圏への持

続可能な輸送体系の構築に向けた支援を

求める意見書(案) 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

 報告事項 

  ①熊本地震による農林水産業の被害及び

復旧・復興の状況について 

  ②林地開発や農地転用等を伴う太陽光発

電設備の現況について 

  ③新規就農者の状況について 

平成29年度農林水産常任委員会における取 

り組みの成果について 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 山 口   裕 

        副委員長 橋 口 海 平 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 前 川   收 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 末 松 直 洋 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 濱 田 義 之 

       政策審議監 福 島 誠 治 

      生産経営局長 川 口 卓 也 

      農村振興局長 西 森 英 敏 

        森林局長 三 原 義 之 

        水産局長 木 村 武 志 

    農林水産政策課長 千 田 真 寿 

         政策監 下 田 安 幸 

      団体支援課長 杉 山 正 三 

 流通アグリビジネス課長 山 下 浩 次 

      農業技術課長 堤   友 信 

      農産園芸課長 大 島   深 

         政策監 上 田 愼 二 

        畜産課長 中 村 秀 朗 

  農地・担い手支援課長 鳥 井   修 

      首席審議員兼 

      農村計画課長 村 山 直 康 

      農地整備課長 福 島 理 仁 

     むらづくり課長 久保田   修 

      技術管理課長 今 田 久仁生 

      森林整備課長 長谷川   誠 

      林業振興課長 古 家 宏 俊 

      森林保全課長 木 下 節 夫 

      水産振興課長 山 田 雅 章 

    漁港漁場整備課長 田 尻 雅 裕 
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  農業研究センター所長 下 舞 睦 哉 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 甲 斐   博 

     政務調査課主幹 吉 田   晋 

     ――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○山口裕委員長 ただいまから、第７回農林

水産常任委員会を開会いたします。 

 本委員会に付託されました議案等を議題と

し、これについて審査を行います。 

 まず、議案について説明を求めた後、一括

して質疑を受けたいと思います。 

 説明を行われる際は、効率よく進めるた

め、説明は着座のまま簡潔にお願いします。 

 それでは、農林水産部長から総括説明を行

い、続いて付託議案等について、担当課長か

ら順次説明をお願いします。 

濱田農林水産部長。 

 

○濱田農林水産部長 着座にて失礼をいたし

ます。 

 今回提案しております議案等の概要を御説

明いたします。後議では、予算関係３件、条

例等関係２件の計５件をお願いいたしており

ます。 

 まず初めに、平成30年度当初予算について

でございます。 

 一般会計で791億円余、特別会計で９億円

余、総額801億円余を計上しておりまして、

熊本復旧・復興４カ年戦略に沿って、復旧、

復興の取り組みをさらに加速化させるととも

に、競争力ある農林水産業の実現に取り組ん

でまいります。 

 主な内容について、７つの柱に沿って御説

明をいたします。 

 まず、１点目は、生産を支える基盤の復

旧、復興でございます。 

 熊本地震で被災した農地や農業用施設など

の復旧に引き続き取り組み、大切畑ダムの復

旧工事に着手しますとともに、これ以外の農

地等災害復旧箇所につきましては、平成30年

度の復旧完了を目指します。また、農業水利

施設の更新、あるいは農地の大区画化、農地

中間管理機構を活用した担い手への集積やハ

ウスの耐候性強化などにも取り組んでまいり

ます。 

 ２つ目でございます。 

 農林水産業における多様な担い手の確保・

育成でございます。 

 「しごと」として選ばれる農林水産業、こ

れを目指しまして、アプローチ、人材育成を

強化いたしますとともに、雇用の受け皿とな

ります働く場の拡大を図って若者の地元定着

につなげてまいります。そのため、実業系高

校との連携、研修制度の充実、認定農業者や

農業法人などの経営力の向上、ＪＡがみずか

ら行う農業経営などに対する支援を強化して

まいります。 

 ３点目でございます。 

 農業生産力の回復、競争力の更なる強化で

ございます。 

 生産現場などの労働力不足に対しまして、

モデル産地間の労働力マッチングや連携体制

づくりに加え、外国人の受け入れ、育成を初

めとしたグローバル農業拠点、いわゆる特区

構想でございますが、これの体制整備を図っ

てまいります。また、米政策転換などに対応

しました産地育成、広域農場の拡大や遊休ハ

ウスの活用などによりますコスト削減、家畜

改良の加速化によります生産基盤の充実など

を通じ、競争力を強化してまいります。 

 ４点目でございます。 

 サプライチェーンの強化と県産農林水産物

等の認知度向上でございます。 

 くまもとの赤のプロモーション、地震から

の復興を応援します大都市圏の量販店等と連

携をしました効果的なトップセールス、これ

を強化しますとともに、６次産業化や企業参

入の促進、新たな輸出展開、フードバレー構
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想や地産地消推進などによりまして、国内外

の流通、販売力を一層強化し、交流人口の拡

大につなげてまいります。さらに、東京オリ

ンピック・パラリンピックを契機とした農畜

産物のＧＡＰ導入を進めてまいります。 

 ５点目でございます。 

 中山間地における農のしごとづくりです。 

 モデル地区におけるビジョン作成支援に加

え、収入の柱となる作物の導入、集落営農組

織化による担い手の確保、農泊や農家レスト

ラン、ジビエ利活用などの観光と連携をいた

しました複合収入の確保策などを強化してま

いります。また、これらの取り組みと一体と

なった基盤整備と農地集積を引き続き推進い

たしまして、持続可能な農業の確立に向け、

施策を強化してまいります。 

 ６点目でございます。 

 森林の再生と県産材の需要拡大によります

森林経営の強化でございます。 

 林業におきましては、崩壊した山地や治山

施設の早期復旧に取り組みますとともに、多

様な担い手の確保、育成と林業への定着のた

めの研修体系の再編、充実を図ってまいりま

す。 

 森林再生面では、森の担い手への森林集約

化や多様で健全な森づくり、資源の循環利用

に向けた適切な更新の確保などによります公

益的機能のさらなる発揮につながる対策を強

化します。また、県産材の需要拡大対策とし

て、先ほども言ってまいりました東京オリ・

パラへの木材供給やＰＲなどの取り組みを加

速化してまいります。 

 最後の７点目でございます。 

 水産資源の回復と水産業経営の強化でござ

います。 

 有明海、八代海等の漁場環境の改善を図る

ために、覆砂などによります干潟の機能回復

や漁業者等が行います資源管理の取り組み、

また、漁業者の所得向上を目指しました浜の

活力再生プランに基づきます施設整備や、ヒ

トエグサなどの海藻増養殖技術の開発などを

引き続き推進してまいります。また、東京オ

リ・パラへの水産物供給に向けた認証取得と

販売促進支援の取り組み、あるいは八代海に

おける資源回復を目指した新たな種苗生産技

術の開発等を強化してまいります。 

 以上のような取り組みによりまして、一日

も早い熊本地震からの復旧、復興と稼げる農

林水産業を実現してまいります。 

 次に、条例関係でございますけれども、２

つございまして、１つは、熊本県国営土地改

良事業負担金徴収条例の一部を改正する条例

の制定、２つ目は、貸付金債権に係ります権

利の放棄を提案申し上げております。 

 以上が今回提案しております議案の概要で

ございます。 

 なお、その他報告事項として３つ上げてご

ざいまして、地震による農林水産業の被害及

び復旧、復興の状況、２つ目は、林地開発や

農地転用などを伴います太陽光発電設備の現

況、３つ目は、新規就農者の状況についてそ

れぞれ御報告させていただきます。 

 詳細につきましては、それぞれ担当課長の

ほうから説明させますので、どうぞよろしく

お願いを申し上げます。 

 

○山口裕委員長 引き続き説明をお願いいた

します。 

 

○千田農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 お手元の農林水産常任委員会説明資料の１

ページをお願いいたします。 

 平成30年度当初予算総括表でございます。 

 部長からも紹介がありましたが、一番上の

本年度予算額(Ａ)欄の一番下の一般会計で 

791億9,900万円余、特別会計で９億6,900万

円余、総額で801億6,800万円余となっており

ます。 

 ２ページをお願いいたします。 
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 農林水産政策課関係の予算でございます。 

 主なものを説明いたします。 

 まず、一番上でございます。 

 農業総務費のうち、職員給与費について

は、現在配置しております職員数により計上

しております。職員給与費につきましては、

各課同様でございますので、以下の各課の個

別の説明は省略させていただきます。 

 下段の農政企画推進費の３ページをお願い

いたします。 

 説明欄の３、グローバル農業交流推進事業

は、農業分野におけるバリ州を初めとした海

外との技術交流等に要する経費でございま

す。 

 中段の農業公園費は、農業公園の指定管理

者への委託に要する経費でございます。 

 下段の林業総務費でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 説明欄の水とみどりの森づくり税ＰＲ事業

は、税の制度や成果等の周知啓発に要する経

費でございます。 

 農林水産政策課については以上でございま

す。 

 

○杉山団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 資料は、５ページをお願いいたします。 

 主なものを説明いたします。 

 一番下の段の農業近代化資金等助成費は、

説明欄１の農業経営の近代化に必要な施設整

備等のための資金と、２の営農負債を借りか

えるための資金に対する利子補給でございま

す。 

 ６ページをお願いいたします。 

 上段は、ただいまの２つの資金について、

償還期間中の債務負担行為の設定をお願いし

ております。 

 下段の農業金融指導事務費は、農業制度資

金の円滑な運用を図るための事務経費等をお

願いしております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 上段の農業信用基金協会出資金は、農業者

への融資が円滑に行われるための農業信用基

金協会に対する出捐でございます。 

 下段の農畜産特別資金助成費は、家畜農家

の経営改善のための借りかえ資金等に係る利

子補給費助成でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 上段の認定農業者等育成資金助成費の主な

ものは、説明欄の２、県低利預託基金貸付金

で認定農業者に低利の運転資金を融資するた

めの貸付原資を預託するものでございます。 

 下段の経営対策資金助成費につきまして、

説明欄の１から次のページの６までは、以前

に災害等対策として創設した資金に係る利子

補給費助成等を行うものでございます。 

 また、７の平成28年熊本地震被害対策資金

と８の平成29年台風被害等対策資金は、平成

30年度においても引き続き被災農業者に必要

な資金を円滑に融通するとともに、借り入れ

た資金の利子補給を行う等の金融支援策を実

施するものでございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 １段目の国庫支出金返納金は、農業改良資

金の平成29年度償還分のうち、国庫補助金見

合い分を返納するものでございます。 

 ２段目の農業協同組合指導費は、農協に対

する検査及び指導に要する経費でございま

す。 

 下から２段目の農業共済団体指導費のう

ち、説明欄の１は、農業共済組合に対する検

査及び指導に要する経費です。 

 11ページの１段目の説明欄２、収入保険制

度導入対策事業は、制度導入に係る普及啓発

のための経費をお願いしております。 

 また、２段目の農業共済加入促進事業は、

引き続き、農業共済加入率の向上のために掛

金補助を市町村と連携して行うものでござい

ます。 

 一番下の段、森林組合総合強化対策費のう
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ち、説明欄の１は、森林組合に対する検査を

実施するための経費でございます。 

 12ページをお願いいたします。 

 上段の説明欄の２は、森林組合に対する指

導に要する経費と県森林組合連合会が実施す

る森林組合への研修等に必要な経費に対する

助成でございます。 

 下段の林業金融対策費の内容は、林業振興

資金貸付金で林業関係団体等の運転資金とし

て金融機関に貸付原資を預託するものでござ

います。説明欄のとおり、(1)から次の13ペ

ージの(6)まで、森林組合、椎茸農協や樹芸

農協等に対しまして、多様な資金需要に対応

できるようメニューを設けております。 

 13ページの一番下の段、水産業協同組合指

導費のうち、説明欄の１は、漁協に対する検

査の実施のための経費でございます。 

 14ページをお願いいたします。 

 説明欄の３、赤潮特約掛金補助と、５、養

殖業等セーフティーネット支援事業は、漁業

共済の加入促進のために共済掛金の一部を助

成するものでございます。 

 また、説明欄の６は、漁協に対する指導に

要する経費と漁協の経営基盤や組織強化の取

り組みに対して助成するものでございます。 

 15ページをお願いいたします。 

 上段の漁業近代化資金融通対策費は、漁業

経営の近代化を図るための資金に係る利子補

給を行うもので、あわせまして償還期間中の

債務負担行為の設定をお願いしております。 

 下段の金融対策費のうち、説明欄の２の漁

業振興貸付金は、海水養殖漁協と県漁連に対

しまして、事業運営に必要な資金を融資する

ため、金融機関へ貸付原資を預託するもので

ございます。 

 16ページをお願いいたします。 

 説明欄の３は、漁業者の経営改善のための

借りかえ資金に係る利子補給、説明欄の４

は、資源管理計画、漁場改善計画及び浜の活

力再生に取り組む漁業者が設備投資を行うた

めに借り入れる資金に対して利子助成を行う

ものでございます。 

 説明欄の５は、熊本地震により被災した漁

業者への金融支援策を農業と同様に実施する

ものでございます。 

 下段は、先ほどの説明欄の３と４の利子補

給等につきまして、償還期間に係る債務負担

行為の設定をお願いするものでございます。 

 17ページをお願いいたします。 

 林業改善資金特別会計繰出金は、各資金の

貸し付け等に係る事務経費を一般会計から特

別会計に繰り出すものでございます。 

 18ページをお願いいたします。 

 林業改善資金特別会計でございます。 

 ３段目の林業・木材産業改善資金貸付金

は、林業者及び木材事業者に対して貸し付け

る無利子の資金でございます。 

 一番下の段の木材産業等高度化推進資金貸

付金は、林業関係団体等へ運転資金を低利で

融資するため、貸付原資を預託するものでご

ざいます。 

 また、次の19ページの１段目、説明欄２の

農林漁業信用基金借入金償還元金は、木材産

業等高度化推進資金の貸付原資の２分の１を

農林漁業信用基金から県が借り入れておりま

すので、借入期間満了により返済するもので

ございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 沿岸漁業改善資金特別会計でございます。 

 ２段目の沿岸漁業改善資金貸付金は、近代

的な漁業技術の導入等に必要な資金を無利子

で貸し付けるものでございます。 

 団体支援課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○山下流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 資料は、次の21ページからになります。 

 主なもののみを説明させていただきます。 

 まず、３段目の農政企画推進費ですが、フ
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ードバレーアグリビジネスセンターの推進事

業でございます。アグリシステム総合研究所

内にありますフードバレーアグリビジネスセ

ンターが行います試験研究、各種相談対応に

要する経費でございます。 

 次に、下段の農産物流通総合対策費です。 

 右の説明欄の１の農産物等セールス拡大加

速化事業は、これまで首都圏だけで行ってい

ましたトップセールスを関西圏にも拡大して

行うことで、新規事業として組みかえており

ます。 

 ３のくまもとの未来を築く子どもたちへの

学校給食支援事業では、生産はあるものの、

なかなか結びつかなかった学校給食への地元

農産物の利用を地域の関係者を巻き込んで構

築していくものでございます。 

 次の22ページをお願いします。 

 ４の地域未来モデル事業は、新規事業でご

ざいますが、地域未来投資促進法に基づく農

林水産分野の施設整備などに対する助成で

す。具体的には、地域経済牽引事業計画の認

定を受けた企業等が行います先進性の高い取

り組みが対象となります。 

 次の５から７までは、６次産業化関係の事

業になりますが、特に７のくまもと６次産業

化総合支援強化事業では、国の６次産業化交

付金も活用しながら、ＪＡ中央会にあります

サポートセンターと連携して６次産業化を推

進いたします。 

 23ページをお願いします。 

 説明欄の８番と９番は、県南フードバレー

関係の事業になりますが、８のフードバレー

構想推進事業では、フードバレー推進協議会

の運営負担金など推進に要する経費を、９の

リスクに強い地域連携基盤づくり事業では、

県南ブランドＲＥＮＧＡの確立を進めてまい

ります。 

 ２段目の流通企画推進費では、大消費地か

ら遠隔地にある本県の現状を踏まえた輸送改

善の取り組みを拡充して取り組んでいくこと

としております。 

 ３段目の流通体制整備促進費は、卸売市場

の活性化に対する取り組みや、来年度予定さ

れております全国青果卸売市場協会熊本大会

への助成でございます。 

 最下段のブランド確立・販路対策費です

が、１の小ロット県産食材販路開拓支援事業

では、少量でも魅力ある農林水産物を商談会

などにより販路拡大してまいります。 

 次の24ページをお願いします。 

 ２の「くまもとの赤」ブランド定着推進事

業では、和洋中の料理人など、県内で代表に

なっていただいております、くまもと大使を

活用しましたくまもとの赤のＰＲ活動を展開

してまいります。 

 ３から７までは、農林水産物の輸出対策関

係事業になります。 

 中ほどの４のアジアマーケット開発支援拠

点設置事業は、香港事務所の設置及び運営に

要する経費でございます。 

 ５の海外輸出拡大プロモーション事業は、

海外の百貨店や飲食店でのＰＲ活動、または

海外バイヤーの招聘など、海外対策でござい

ます。 

 次の６の県産農林水産物等輸出推進総合支

援事業は、産地対策でございまして、輸出に

取り組みます生産者の掘り起こしや支援を行

ってまいります。 

 次の25ページをお願いします。 

 ７の訪日外国人食の連携輸出拡大事業は、

熊本を訪れる外国の方たちの協力を仰ぎまし

て、海外でも売れる商品づくりを進めるもの

でございます。インバウンドの増加を生かし

た新規事業として取り組むこととしておりま

す。 

 ８のくまもと地産地消利活用促進事業で

は、メルマガなどによります地産地消の情報

発信や、生産者から流通、食品加工業者、消

費者まで、いわゆる川上から川下まで含めて

構成されております食のネットワークの活動
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支援などを行います。 

 下段の農業改良普及費のうち、新しい農業

の担い手育成費は、企業の農業参入の推進や

農業経営の定着に向けた取り組みに対する助

成でございます。 

 流通アグリビジネス課は以上でございま

す。 

 よろしく御審議をお願いします。 

 

○堤農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 続きまして、26ページをお願いいたしま

す。 

 主な予算と事業のほうを説明させていただ

きます。 

 まず、26ページ、一番下の段の農業改良普

及管理運営費でございます。 

 説明欄の１の協同農業普及事業でございま

すが、普及職員の現地での活動費や、県下11

地域の農業普及・振興課等の管理運営等に要

する経費でございます。 

 次のページ、27ページをお願いいたしま

す。 

 27ページ、２段目の農業改良普及推進費で

ございます。 

 右側の説明欄の３のＡＬＬくまもと農産物

生産支援体制強化事業でございますが、ＪＡ

の営農指導力を強化するための農業団体に対

する助成でございます。 

 次のページ、28ページをお願いいたしま

す。 

 28ページ、中段の農業気象対策事業費でご

ざいます。 

 右側の説明欄の１の阿蘇火山活動の降灰対

策としまして、降灰による土壌の酸性化を矯

正するための資材購入に対する助成と、２の

降灰量の測定や分析等に要する経費でござい

ます。 

 なお、火山活動が活発化しております新燃

岳の降灰につきましても、この事業で降灰量

の調査等を行うことといたしております。 

 次のページ、29ページをお願いいたしま

す。 

 29ページ、上段の土壌保全対策事業費でご

ざいます。 

 右側の説明欄の１の環境保全型農業直接支

払事業でございますが、地球温暖化防止など

に効果の高い営農活動に取り組む農業者に対

する助成でございます。 

 ２の地下水と土を育む農業総合推進事業で

ございますが、地下水と土を育む農業の県民

運動の展開やグリーン農業の推進などに要す

る経費でございます。 

 ３の農業生産工程管理導入促進事業でござ

いますが、ＧＡＰの認証取得への支援や東京

オリンピックなどの国際大会へ県産農産物を

供給するための販売促進活動等に要する経費

でございます。 

 次のページ、30ページをお願いいたしま

す。 

 30ページの一番下の段からは、農業研究セ

ンター費でございます。 

 30ページ、最下段の管理運営費でございま

すが、これは、31ページ、次のページの説明

欄の２から４にございますとおり、農研セン

ターの本部、各研究所の維持管理や施設の改

修、空調設備の改修等に要する経費でござい

ます。 

 次に、31ページの下の段、企画経営情報費

でございます。 

 次のページ、32ページをお願いいたしま

す。 

 主な事業でございますが、32ページ、説明

欄４のくまもと農業を拓く研究開発事業でご

ざいます。農研センター本部及び各研究所の

試験研究費でございまして、稼げる農業につ

なげる県オリジナル品種の育成や収量、品質

を高める技術開発などに要する経費でござい

ます。 

 また、次のページ、33ページの上段の６の
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次世代農業ローカルイノベーション創出事業

につきましては、農研センター研究所の施設

整備に要する経費でございます。 

 なお、この次世代農業ローカルイノベーシ

ョン創出事業につきましては、平成28年の国

の経済対策としまして、28年12月補正で予算

化をお願いしまして、29年で繰り越して事業

を実施しているものでございますが、熊本地

震等の影響による設計のおくれや入札の不調

などで今年度内の契約締結ができないことも

想定されることから、再度、平成30年度当初

予算としても計上をお願いしているものでご

ざいます。 

 33ページの下の段の農産園芸研究所費か

ら、ページを飛びまして、38ページの上段で

ございますが、草地畜産研究所費までは、各

研究所ごとの職員給与費、管理費、試験研究

費でございます。説明のほうは省略させてい

ただきます。 

 38ページをお願いいたします。38ページで

ございます。 

 下の段の農業施設災害復旧費でございま

す。これは、平成28年の熊本地震で被災をし

ました茶業研究所のガラスハウスの復旧に要

する経費としまして、28年の５月補正で予算

化をお願いしたものでございます。先ほどの

次世代農業ローカルイノベーション創出事業

と同じく、29年度へ繰り越して事業を実施し

ておりますが、年度内の契約締結に至らない

ことも想定されることから、30年度当初予算

としましても計上をお願いしているものでご

ざいます。 

 なお、これらの事業につきましては、現

在、再入札を行うなど、年度内での契約締結

に向けまして、最大限の努力をしているとこ

ろでございます。 

 農業技術課は以上でございます。 

 御審議をよろしくお願いいたします。 

 

○大島農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 資料は、39ページでございます。 

 上から４段目の新しい農業の担い手育成費

につきましては、右の説明欄にありますよう

に、熊本地震の発生に伴い顕在化いたしまし

た労働力不足に対応するため、１の熊本地震

復興労働力確保対策事業では、モデル地区に

おける国内人材の労働力確保対策を、２の新

規事業としまして、震災復興農業外国人材受

入育成事業では、熊本型特区の実現に向け

て、外国人材の受け入れ、育成体制を整備す

るものでございます。 

 40ページをお願いします。 

 農作物対策費のうち、２段目の農作物対策

推進事業費につきましては、右の説明欄１の

経営所得安定対策推進事業は、国の水田活用

交付金等に関して、市町村などが農業者へ制

度説明、作付確認等を行う事業でございま

す。 

 ３段目の農業気象対策事業費につきまして

は、右の説明欄の阿蘇火山等防災特産対策事

業は、火山灰対策として茶の洗浄施設などを

整備する事業でございます。 

 ４段目の米麦等品質改善対策事業費につき

ましては、右の説明欄の１の主要農作物種子

生産改善対策事業、次の41ページの２の主要

農作物改良協会補助事業により、主要農作物

種子法が廃止された後も、これまで同様に優

良種子を確保するとともに、安定供給する体

制を維持してまいります。 

 41ページをお願いいたします。 

 右の説明欄４のくまもとの米・麦・大豆魅

力発信・競争力強化事業は、農業団体と連携

し、米、麦、大豆の生産振興、販売強化、消

費拡大に取り組む事業でございます。 

 42ページをお願いいたします。 

 １段目、右の説明欄６のくまもとの米新産

地育成戦略事業は、国の米政策見直しを踏ま

え、これまでの「くまさんの輝き」を中心と

したトップグレード米の産地づくりに加えま
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して、新たに需要が堅調なお弁当や外食向け

の業務用米などの産地づくりにも取り組んで

まいります。 

 ２段目の畑作振興対策費につきましては、

右の説明欄の地域特産物産地づくり支援対策

事業では、お茶の高品質化につながる被覆資

材や共同利用機械の導入などを支援する事業

でございます。 

 ３段目のい業振興対策費につきましては、

次のページで説明いたします。 

 43ページをお願いします。 

 １段目の右の説明欄３のいぐさ・畳表生産

体制強化支援対策事業は、イグサハーベスタ

など省力化機械施設の導入支援を行うもので

ございます。 

 ２段目の野菜振興対策費につきましては、

右の説明欄４の露地野菜生産拡大対策事業

は、国内産需要が増加しております需要に対

応できる産地規模拡大に必要な機械導入等を

支援する事業でございます。 

 次の44ページをお願いいたします。 

 右の説明欄６の阿蘇火山防災園芸対策事業

は、火山灰対策といたしまして、園芸作物の

ハウスなどを整備する事業でございます。 

 説明欄７の攻めの園芸生産対策事業は、野

菜、果樹、花卉の生産力の維持増大、気象災

害に負けない産地づくりに必要な施設、機械

の導入を支援する事業でございます。 

 次の45ページをお願いします。 

 ２段目の債務負担行為の設定につきまして

は、野菜の価格安定対策資金の支払い保証に

必要な限度額を設定するものでございます。 

 ３段目の花き振興対策費につきましては、

右の説明欄２のくまもとの花生産流通推進事

業は、花の周年生産、供給体制づくりや、新

たな需要拡大に向けた生花プロジェクトに取

り組んでまいります。 

 次の46ページをお願いいたします。 

 １段目の果樹振興対策費につきましては、

右の説明欄３の果樹競争力強化推進事業は、

果樹の高品質生産のため、これまでの屋根か

け栽培やシートマルチ栽培に加えまして、新

たに家庭選別の共同化により、高品質、計画

出荷にも取り組んでまいる事業でございま

す。 

 ２段目の生産総合事業費につきましては、

右の説明欄１の生産総合事業は、国の強い農

業づくり交付金を活用いたしまして、選果場

や低コスト耐候性ハウスなどの生産施設の整

備に対し助成を行うものでございます。 

 47ページをお願いいたします。 

 １段目の説明欄２の産地パワーアップ事業

は、国のＴＰＰ等対策予算を活用いたしまし

て、産地の収益力向上に必要な施設等の整備

に対し助成を行ってまいります。 

 ２段目の水田営農活性化対策費につきまし

ては、右の説明欄２のくまもと土地利用型農

業競争力強化支援事業は、米などの低コスト

生産を進めるため、広域農場や中山間地域に

おける生産組織の育成に必要な機械導入を支

援するものでございます。 

 次の48ページをお願いいたします。 

 右の説明欄５の熊本広域農場構想推進事業

は、広域農場の農地、労働力、機械など、生

産資材を最適化するための総合営農管理シス

テムの導入を支援するものでございます。 

 農産園芸課の説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○中村畜産課長 畜産課でございます。 

 資料の49ページをお願いいたします。 

 まず、中段の畜産総合対策事業費でござい

ます。 

 説明欄の畜産クラスター事業は、地域ぐる

みで収益の向上を図るため、畜舎や省力化を

進める搾乳ロボットなどの整備に対して助成

するものでございます。今回、29年度国経済

対策に呼応しておりますが、国が、一部要綱

等の改正を踏まえ、今後のスケジュールを示

しましたので、それに基づき当初予算に計上
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しております。 

 最下段の畜産生産基盤総合対策事業費でご

ざいます。 

 右の説明欄の１の家畜改良増殖総合対策事

業は、繁殖雌牛の改良に取り組む地域組織へ

の助成や優良な雌牛の導入、また、肥育期間

の短縮や、新たに地域内に３世代にわたる優

良な雌牛保留に関する支援もいたします。 

 次の50ページの説明欄の２の家畜生産基盤

総合対策事業は、乳牛の増殖や新技術開発な

ど、さまざまな家畜の生産基盤の維持拡大に

取り組む農業団体に対する助成でございま

す。 

 説明欄の３のひと・うし・しごとづくり事

業は、地域のリーダーとなり得る畜産経営者

の育成、確保に向け、研修施設として空き牛

舎の改修や、指導者を雇用する経費など、体

制整備を行う農業団体に対する助成でござい

ます。 

 説明欄の４の放牧活用型草原等再生事業

は、阿蘇の草原再生や中山間地域の耕作放棄

地の解消を図るため、放牧に必要な牧柵、給

水施設等の条件整備や家畜導入を行う農業団

体に対する助成でございます。 

 次に、最下段の畜産経営安定対策事業費で

ございます。 

 説明欄の１の家畜畜産物価格安定対策事業

は、肉用子牛、豚、鶏卵の主要価格変動によ

る農家の損失を補塡するための基金の造成を

行うものでございます。 

 次に、51ページの説明欄の３の畜産総合対

策事業は、畜産経営技術の高度化を図るため

の指導、助言や、畜産農家の経営を補完する

共同利用畜舎等の整備を支援するものでござ

います。 

 次に、中段の循環型耕畜連携体制強化事業

費でございます。 

 説明欄の１、２、次のページ、52ページの

説明欄の３、４までの事業では、畜産環境保

全の指導、堆肥の広域流通に対する経費の助

成、飼料用米等の自給飼料増産のための体制

整備に対する助成でございます。 

 52ページの中段、畜産物市場流通戦略対策

事業費でございます。 

 説明欄の２と３は、新規事業でございま

す。 

 ２の畜産物輸出拡大推進事業は、輸出拡大

に関する相手国の査察団受け入れ費用や、海

外での商標などの銘柄を保護する取り組みに

対する助成でございます。 

 また、説明欄３の畜産ＧＡＰ推進事業は、

東京オリ・パラへの食材供給に向け、畜産物

ＧＡＰの認証取得を推進する経費でございま

す。 

 53ページをお願いいたします。 

 中段の家畜保健衛生所整備費でございま

す。 

 平成30年度は、城北家畜保健衛生所及び阿

蘇家畜保健衛生所の調査、施工工事費並びに

城北家畜保健衛生所の設計費を計上しており

ます。 

 また、阿蘇家畜保健衛生所の工事及び城南

家畜保健衛生所の設計等が31年度までかかる

ことから、債務負担行為の設定もお願いして

いるところでございます。 

 最下段の家畜衛生推進対策事業費でござい

ます。 

 説明欄の熊本県産業動物獣医師確保のため

の修学資金貸与事業ですが、県獣医師職員を

初め産業動物診療獣医師の確保を図るため、

獣医師系大学修学資金貸与事業を行う畜産団

体に対する貸付原資の助成を行うものでござ

います。平成30年度は、６名分を計上してお

ります。 

 54ページをお願いいたします。 

 家畜衛生・防疫対策事業費ですが、説明欄

の１、２、３、４、次のページ、55ページの

説明欄の５、６については、県内５つの家畜

保健衛生所の管理運営に要する経費や、家畜

伝染病発生予防、発生時における防疫資材の
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備蓄等に要する経費を計上しております。 

 55ページの中段の広域農業開発推進費でご

ざいます。これは、農用地整備公団が昭和50

年から平成10年まで実施した広域農業開発事

業の負担金償還金でございます。なお、平成

30年度で償還が全て終了いたします。 

 最下段の草地開発費でございます。 

 説明欄の公社営畜産基地建設事業費では、

熊本市が東部地区で計画している家畜排せつ

物処理施設の整備を行う熊本県農業公社に対

する助成でございます。 

 畜産課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○鳥井農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 56ページをお願いします。 

 主なものを御説明いたします。 

 農村地域農政総合推進事業費の中で、説明

欄２番の担い手育成緊急支援事業は、市町村

や関係団体と認定農業者や地域営農組織等の

担い手を育成するための取り組みですが、30

年度新たに認定農業者が経営改善計画を実現

するための課題等を調査するとともに、国の

事業を活用しまして、意欲ある農業者からの

相談の総合的な窓口となる経営相談所を設置

するための助成費をお願いいたしておりま

す。 

 ３番の農地流動化推進事業は、農地売買等

支援事業を行う農業公社及び農地利用集積円

滑化事業を行うＪＡの活動費や利子に対する

助成でございます。 

 ４番の耕作放棄地解消事業は、耕作放棄地

の再生利用等を行う市町村に対する助成です

が、国の事業につきまして、これまで国が県

の担い手協議会を通じて行っていたものが、

30年度から県を通した助成になります。 

 57ページをお願いいたします。 

 ５番の農地集積加速化事業と７番の農地中

間管理機構事業は、農地集積推進のための事

業でございます。 

 ５番の農地集積加速化事業が、市町村の

人・農地プランの作成支援、農業公社の集積

活動に対する助成並びに国、県の集積促進交

付金のための経費、７番が農地中間管理機構

の活動に対する助成でございます。 

 ６番の施設園芸集積総合支援事業は、中古

ハウスを担い手にあっせんするための事業で

ございまして、空きハウスの調査や中古ハウ

スのニーズ調査等の現状調査、さらに利用調

整、ハウスの補修を行うＪＡに対する助成で

ございます。 

 58ページをお願いいたします。 

 ９番の地域営農組織ステップアップ支援事

業は、組織の設立及び法人化に向けた支援等

の予算でございます。 

 10番は、新規事業で、本県農業の重要な担

い手である農業法人の経営等の基礎調査と農

業法人向けの経営相談を行う事業でございま

す。  

 その下の債務負担行為は、３番の事業で農

業公社が行う農地売買支援事業のための借り

入れ及び７番の事業で農地中間管理機構が借

り入れた農地を条件整備するための借り入れ

に伴う損失補償でございます。 

 59ページをお願いいたします。 

 農業委員会等振興助成費は、市町村農業委

員会及び県農業会議が行う農地事務、農地利

用最適化、具体的には、農地集積、耕作放棄

地の解消等の取り組みに対する助成でござい

ます。 

 中段の青年就農給付金事業は、新規就農者

への国の給付金で、就農前の研修期間及び就

農後の不安定な期間の所得を確保するための

農業次世代人材投資資金事業の予算でござい

ます。就農前の研修のための準備型が111

人、就農後の５年間の経営開始型が989人分

の予算になります。国の給付金が平成24年度

から始まりまして、制度開始直後に経営開始

型を申請した人が多かったのですけれども、



第７回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成30年３月13日) 

 - 12 - 

これらの者に対する給付が、５年間の給付期

間を終了しまして、29年度で終了しましたの

で、30年度の本事業の予算は、29年に比べま

して２億円余減りますけれども、新規の申請

分につきましては、29年度よりも増加するよ

う確保いたしております。 

 下段のくまもと農のひとづくり事業は、農

業アカデミーや農業経営塾に要する経費です

けれども、30年度は、農業経営塾のこれまで

の卒塾生の支援を強化することとしておりま

す。 

 60ページをお願いいたします。 

 上段の熊本型新規就農総合支援事業は、新

規参入やＵターンが増加し、多様化する就農

形態に対応しまして、市町村やＪＡ等と連携

した相談等のサポート体制の整備や、認定研

修機関や農業大学校が行う就農準備研修など

を行うための経費でございます。 

 最下段の経営体育成支援事業は、担い手の

経営改善に必要な農業機械等の整備に対する

国の助成事業でございます。 

 61ページから62ページは、農業大学校の運

営等の予算でございます。 

 62ページの最下段の農大教育トップリーダ

ー育成事業は、新たに時代のニーズに対応し

たカリキュラムを再編するとともに、教員の

資質向上などに取り組むものでございます。

あわせまして、農業大学校と農業高校の連携

強化のため、生徒や教員が連携した活動、研

修などに取り組んでまいります。 

 農地・担い手支援課は以上でございます。 

 よろしくお願いします。 

 

○村山農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 主なものにつきまして御説明させていただ

きます。 

 説明資料の65ページをお願いいたします。 

 ４段目の国営土地改良事業直轄負担金でご

ざいますが、国営土地改良事業に伴う県及び

地元の負担金でございます。平成30年度新規

着手予定の八代平野地区を含む４地区が対象

でございます。 

 一番下の土地改良事業等指導監督費でござ

います。次の66ページにかけまして説明がご

ざいますが、熊本県土地改良事業団体連合会

が行う土地改良事業に関する相談等の経費に

対する助成、土地改良区等に対する指導研修

及び検査等に要する経費並びに合併を目指す

土地改良区の統合整備に対する助成でござい

ます。 

 66ページをお願いいたします。 

 ２段目の土地改良財産管理費でございま

す。 

 説明欄の水位観測施設撤去事業は、新規事

業でございますが、農業用水利用のために菊

池川に設置された水位観測施設の撤去に要す

る経費でございます。30年度は、設計委託分

として予算を計上しております。 

 一番下の段の土地改良施設維持管理事業費

でございます。 

 説明欄の１の土地改良施設維持管理強化事

業費は、土地改良施設の整備補修に係る資金

造成、指導の補助、管理体制整備、予防保全

対策、施設管理の省力化等に要する経費でご

ざいます。 

 説明欄２の基幹水利施設危機管理事業は、

排水機場や頭首工等の農業水利施設の定期点

検、突発的事故対応に対する技術者派遣を行

う熊本県土地改良事業団体連合会に対する助

成でございます。 

 67ページをお願いします。 

 説明欄の土地改良施設突発事故復旧事業

は、新規事業でございます。排水機場の故

障、パイプラインの破損など、土地改良施設

の突発的事故が年々増加する中、土地改良施

設の突発的事故時における緊急対応に要する

経費及び市町村等に対する助成でございま

す。 

 一番下の段の農業農村整備調査計画費でご
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ざいます。 

 これは、今後県営事業として整備が必要な

地区における基礎調査や事業計画作成に要す

る経費で、単県予算で実施するものでござい

ます。 

 68ページをお願いいたします。 

 森林総合研究所営特定中山間保全整備事業

負担金でございますが、平成15年度に着手

し、平成21年度に完了しております森林総合

研究所営特定中山間保全整備事業の阿蘇小国

郷地区の県及び地元の負担金でございます。 

 ２段目の県営土地改良調査計画費でござい

ますが、これは、農業農村整備事業の新規予

定地区の事業計画書策定などに要する経費

で、国からの補助を受けて実施するものでご

ざいます。このうち、一部を震災関連として

計上しております。全額国費の調査費でござ

いまして、これは、農業用ダム・水路など、

施設の劣化状況の変化を再診断し、地震の影

響を検証するための調査でございます。 

 69ページをお願いいたします。 

 １段目の農業農村整備推進交付金でござい

ますが、これは、市町村が行う農業農村整備

事業に対する県の支援に要する経費でござい

ます。 

 ２段目の団体営農業農村整備事業費でござ

いますが、これは、市町村、土地改良区が実

施します農業生産基盤整備に対する助成でご

ざいます。 

 最後に、４段目の海岸保全直轄事業負担金

でございますが、これは、玉名横島地区にお

ける直轄海岸保全施設整備事業に係る県の負

担金でございます。 

 農村計画課は以上です。 

 

○福島農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 主なものについて説明いたします。 

 70ページをお願いします。 

 ５段目、土地改良費でございますが、内訳

について説明いたします。 

 71ページをお願いします。 

 最上段の県営かんがい排水事業費ですが、

農業用の用排水路、排水機場等の整備を行う

もので、下井手地区ほか26地区で計上してお

ります。 

 また、４地区で債務負担行為の設定をいた

します。 

 ２段目、右側の説明欄をごらんください。

宇土八水地区では揚水機場の整備、松の木堰

地区では頭首工の整備、第二郡築地区では排

水機場の整備、氷川下流地区では頭首工の整

備として、それぞれ必要な期間と金額の設定

をお願いしております。 

 72ページをお願いします。 

 １段目の農道整備事業費ですが、農道の新

設、改良を行うもので、植木東部地区ほか９

地区を計上しております。 

 ２段目の県営畑地帯総合整備事業費です

が、樹園地等畑地帯のかんがい、区画整理、

農道等の総合的な整備を行うもので、白浜地

区ほか４地区で計上しております。 

 ４段目の県営経営体育成基盤整備事業費で

すが、区画整理、用排水施設、農道等の総合

的な整備を行うもので、長坂地区ほか23地区

で計上しております。 

 また、当事業につきましては、２地区で債

務負担行為の設定をいたします。 

 最下段の右側の説明欄をごらんください。 

 昭和地区と、73ページの１段目になります

けれども、野崎地区において設定をお願いし

ております。両地区とも排水機場の整備に伴

うものでございます。 

 次に、３段目の農地防災事業費でございま

す。 

 内訳としましては、最下段の防災ダム管理

費ですが、説明欄にございますように、天君

ダムほか２施設の管理委託費及び県管理海岸

の樋門等の維持管理に要する経費を計上して

おります。 
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 74ページをお願いします。 

 ２段目の農地防災事業費でございますが、

農地、農業用施設等の災害被害の発生を防止

するための事業でございまして、豊川北部地

区ほか31地区で計上しております。 

 75ページをお願いします。 

 当事業は、３地区で債務負担行為の設定を

いたします。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 野崎地区、亀松地区、豊川南部地区におい

て設定をお願いしております。３地区とも排

水機場の整備に伴うものです。 

 次に、下から２段目の農地災害復旧費でご

ざいます。 

 内訳としましては、最下段の団体営農地等

災害復旧事業費ですが、地震及び豪雨等で被

災した農地や農業用施設の復旧を行う市町村

等に対して補助を行う事業でございます。 

 76ページをお願いします。 

 １段目の県営農地等災害復旧事業費です

が、大切畑ダムの復旧事業費のほか、県が事

業主体として実施する復旧事業につきまして

計上しております。 

 本事業では、２地区で債務負担行為の設定

をいたします。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 上段は、県営農地等災害復旧事業のうち、

秋津揚水機場地区及び大切畑地区の復旧工事

において設定いたします。大切畑地区は、平

成30年度から着工を予定しております。仮排

水トンネル工事の施工に伴うものでございま

す。 

 また、下段ですが、30年度から、大切畑ダ

ムに関する復旧事業を進めるため、西原村に

新たに大切畑ダム復興事務所を設置いたしま

すが、施設の貸借につきまして設定するもの

でございます。 

 次に、３段目の農地等災害復旧受託事業を

お願いします。 

 これは、市町村支援の一環として、地震等

により被災した農地等の復旧を市町村から受

託して実施する事業でございます。 

 以上、農地整備課としまして、最下段のと

おり計上しております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○久保田むらづくり課長 むらづくり課でご

ざいます。 

 資料77ページをお願いいたします。 

 主なものについて御説明を申し上げます。 

 ３段目、農政諸費でございます。 

 本費用は、世界農業遺産に登録されました

阿蘇地域の支援に関する経費でございまし

て、２つの事業を計上してございます。 

 説明欄１つ目、世界農業遺産推進事業、こ

れは、阿蘇地域の認知度向上のための認定効

果を発揮させる取り組み、これを支援する経

費でございます。 

 ２つ目、阿蘇草原再生・しごと創生プロジ

ェクト推進事業、本事業は、熊本地震で被災

をいたしました阿蘇の草原再生、これと、農

業、畜産の振興を目的としました採草・野草

堆肥供給システムの構築に要します経費でご

ざいます。 

 続きまして、４段目、農村地域農政総合推

進事業費でございます。 

 説明欄にございますふるさとの食継承・活

用推進事業、これは、農山漁村の伝統的な食

文化の継承と活用を図るために、県が認定し

ます、くまもとふるさと食の名人、この活動

を支援する経費でございます。 

 あけていただきまして、78ページをお願い

いたします。 

 上段の山村振興対策事業費、これは中山間

対策のソフトの支援に係る経費でございま

す。 

 主なもの２つ御説明申し上げます。 

 １番目、中山間地域等直接支払事業でござ

います。これは、平坦地域に比べまして生産

条件の厳しい中山間地域におきまして、継続
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的な農業生産活動等を行う農業者等に対しま

して、直接交付金を交付するものでございま

す。 

 また、２つ目、説明欄２のくまもと里モン

プロジェクト推進事業、これは、美しい景観

の保全でございますとか、文化、コミュニテ

ィーの維持、地域資源を活用した内発的産業

の創造、こういった農山漁村の活性化を目指

す住民主体の地域づくり、その芽吹きを支援

する経費でございます。 

 あけていただきまして、79ページ、２段目

の農作物対策推進事業費でございます。 

 この予算は、鳥獣被害防止対策の総合的な

対策予算でございます。議会質問等で部長か

ら御説明申し上げましたとおり、４つの柱で

推進をしております。生息しにくい環境の管

理、２つ目として侵入被害の防止、３つ目と

して有害鳥獣の捕獲、そして４つ目として捕

獲獣の利活用と、こういったものを総合的に

推進をしておるものでございます。 

 説明欄１にございます地域ぐるみの鳥獣被

害防止対策パワーアップ事業、こちらは、鳥

獣被害防止のための電気柵等の施設整備、無

意識の餌づけストップの普及啓発、人材育成

に係る経費でございます。 

 説明欄の２、くまもとジビエ活用支援事

業、こちらは、捕獲しました鹿、イノシシの

肉、いわゆるジビエを活用いたしまして、所

得向上につながるような地域資源として有効

活用するための取り組み、これに関する経費

でございます。 

 このジビエ利活用については、少し補足報

告をさせていただきますと、29年度、国の補

正で、新規事業としてジビエ倍増モデル整備

事業を創設されまして、これは国の直接採択

でございますので、こちらの補正、当初のほ

うに予算計上してございませんけれども、先

週、平成30年３月９日に熊本県が全国モデル

地区に認定をされました。その推進母体とし

ても、これも議会答弁にございましたとお

り、くまもとジビエコンソーシアムを立ち上

げしてございます。構成は、県下の処理施

設、農業関係者、食肉加工、流通、料理業

界、それと、ＩＣＴ産業、市町村等で構成を

されております。 

 今後とも、このモデル事業によります中核

処理施設の新設、あとは整備、一括製造等に

よりまして、コンソーシアムと連携をして、

くまもとジビエのブランド化に努めてまいり

たいと考えてございます。 

 80ページをお願いいたします。 

 ４段目の土地改良費でございます。こちら

は、中山間地域のハードを中心とした予算で

ございます。大きく３つで構成をしてござい

ます。 

 説明欄１でございます。県営中山間地域総

合整備事業費でございます。 

 こちらは、中山間地域におきます区画整理

等の農業生産基盤整備と集落道路等の生活環

境基盤の整備、これを総合的に県が事業主体

で実施する経費でございまして、県内16地区

で実施をしてまいります。 

 説明欄２、中山間地域農地集積促進事業、

これは、今お話ししました県営中山間総合整

備と連動しますソフトの経費でございまし

て、中山間総合整備のうち、基盤整備を実施

する地区で、農地集積や中間管理機構への農

地の貸し出し等の割合に応じまして、農家負

担を軽減するための助成でございます。 

 引き続き、81ページ、３つ目でございま

す。 

 説明欄３の中山間農業モデル地区支援事

業、こちらは、中山間地域のうち、特に生産

条件の厳しい地域で生産意欲の高い地域の農

業ビジョンづくりに対します支援、または当

ビジョンに基づきまして、地域みずからが実

施します簡易な基盤整備あるいは小規模な施

設の整備等に対します助成でございます。こ

ちらも議会で答弁ございましたとおり、本年

度、意欲ある地域14地区をモデル地区として
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認定をしました。今後、31年度までに33地区

までに拡大し、強力に支援してまいります。

県内の成功事例をつくりまして、これを牽引

する地区として他の地域に波及をさせてまい

ります。 

 ２段目の中山間ふるさと・水と土保全対策

事業費でございます。 

 説明欄にございますとおり、中山間地域の

農地が有します多面的機能、緑豊かな景観形

成等の多面的機能の発揮に向けた啓発活動、

例えば田んぼの学校でございますとか棚田ツ

アー、こういった活動を支援する経費でござ

います。 

 ３段目、農地・水・環境保全向上対策事業

費でございます。 

 説明欄にございますとおり、多面的機能支

払事業でございます。農業とこれを育む農村

の持つ多面的機能、水源涵養等の機能を維

持、発揮させるために、農家でございますと

か地域住民等が共同で行います草刈り、ある

いは水路の泥上げ、農道の補修等の活動に対

します助成でございます。 

 むらづくり課は以上でございます。 

 御審議よろしくお願いいたします。 

 

○今田技術管理課長 技術管理課でございま

す。 

 説明資料82ページをお願いします。 

 ３段目の地籍調査費でございます。県内の

16市町村が行います地籍の明確化を図るため

の地籍調査事業に要する経費でございます。 

 次に、５段目の農業土木行政情報システム

費でございます。 

 説明欄１の電子入札・工事進行管理システ

ム開発事業は、電子入札、工事進行管理など

の運営経費の農業土木負担分でございます。 

 説明欄２の農地情報図、ＧＩＳ負担金は、

農地情報図を県や市町村、農業関係機関で共

同利用するために要する経費に係る負担金で

ございます。 

 83ページをお願いします。 

 ３段目の林政諸費でございます。これも、

電子入札、工事進行管理などの運営経費の林

務水産負担分でございます。 

 技術管理課といたしましては、以上でござ

います。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○長谷川森林整備課長 森林整備課でござい

ます。 

 主なものについて御説明いたします。 

 説明資料の84ページをお願いいたします。 

 一番下の段、森林計画樹立費でございます

が、85ページをお願いいたします。 

 説明欄２の森林整備地域活動支援交付金事

業でございますが、森林経営計画作成や施業

の集約化を促進するため、森林調査や境界確

認などの活動費について助成するものでござ

います。 

 一番下の段、水とみどりの森づくり事業費

でございますが、86ページをお願いいたしま

す。 

 説明欄２の森と担い手をつなぐ集約化促進

事業でございます。森林所有者に間伐などの

森林整備を働きかけ、意欲ある担い手へ森林

経営の委託や所有権移転のあっせん等を行う

ものでございます。 

 ３、４、５の事業は、本県の森林整備の課

題や森林環境税の検討状況を踏まえた新規事

業でございます。 

 ３の森林機能高度発揮の森林
も り

づくり事業

は、これまでの針広混交林化促進事業の組み

かえ新規になります。本年度までの事業で

は、強度の間伐と間伐木の林内集積に助成し

てまいりましたが、新たな事業では、災害に

強い森づくりを目指し、流木被害を抑制する

ための強度間伐と間伐木の移動集積のほか、

路網がない奥地化した森林においても事業実

施が可能となるよう、路網整備についても助

成対象としているところでございます。 
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 ４の森林資源循環利用推進事業と５の多様

で豊かな森林づくり事業は、杉、ヒノキの人

工林が主伐期を迎えており、主伐後の再造林

等を推進するための予算を要求しておりま

す。 

 ４の事業は、森林資源の循環利用を図るた

めの植栽及び採穂園整備について助成を行う

ものです。５の事業は、水源地上流域等の森

林の保全整備を図るため、広葉樹造林及び荒

廃農地の造林に助成するものでございます。 

 下段は、説明欄２の事業に係る債務負担行

為の設定でございます。森林経営に意欲ある

担い手が、新たに森林を取得するために必要

な資金を金融機関等から借り入れた場合の利

子助成として、１件当たり上限20万円で年間

100万円、４年以内の設定をお願いしており

ます。 

 87ページをお願いいたします。 

 ３段目の林業公社貸付金でございます。こ

れは、林業公社が行う森林経営に必要な資金

を貸し付けるものでございます。 

 88ページをお願いいたします。 

 １段目、流域総合間伐対策事業費でござい

ます。これは、原木を木材加工施設等へ安定

供給するための間伐及び路網整備について助

成するものでございます。 

 ５段目の造林事業費でございますが、説明

欄１の森林環境保全整備事業は、植栽、下刈

り、間伐など、一連の造林事業に助成するも

のでございます。 

 89ページをお願いいたします。 

 説明欄３の主伐・植栽一貫作業システム支

援事業は、主伐と植栽を連続して行うこと

で、主伐で用いた機械を引き続き植採地の整

理やコンテナ苗の運搬等に利用し、植栽作業

の低コスト化を図るもので、国の新規事業も

取り入れ、事業を拡充して取り組むものでご

ざいます。 

 次に、４段目、林業研究指導所費でござい

ます。 

 森林、林業、木材産業に関する試験研究及

び研修会実施等に要する経費を90ページにか

けて計上いたしております。 

 91ページをお願いいたします。 

 県有林費でございます。 

 県有林の管理や作業道の維持、修繕、植

栽、間伐等の森林整備に要する経費を92ペー

ジにかけて計上いたしております。 

 森林整備課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○古家林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 資料93ページをお願いします。 

 主な事業を中心に説明いたします。 

 ３段目、水とみどりの森づくり事業費です

が、右の説明欄の１のくまもとの木と親しむ

環境推進事業は、県産木材のよさや木材を利

用する意義などを啓発する事業です。具体的

には、幼稚園の木製椅子、机の導入支援や木

製遊具の貸し出し、木育インストラクター養

成講座などを実施するものです。 

 ３の森づくり塾活動支援事業は、自分の山

を手入れしたいが経験がないといった方な

ど、新たな担い手の発掘育成のための研修を

実施するとともに、その新たな担い手を指導

していただく林業研究グループなど地域リー

ダーの活動を助成するものです。 

 94ページをお願いします。 

 １段目、森林整備促進及び林業等再生基金

積立金ですが、これは、これまで資金融通し

ました木質バイオマス発電所、八代市と荒尾

市にありますが、そこからの償還金を基金に

積み立てるものです。 

 ３段目、林業労働力対策事業費ですが、説

明欄の２、豊かな森林
も り

づくり人材育成事業で

は、新規就業者の定着を図るため、林業事業

体への巡回指導や意見交換を実施するほか、

高校生の林業体験研修などに取り組みます。 

 95ページの説明欄の５、くまもと緑の新規
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就業支援対策事業では、林業への就業希望者

を対象にした長期集合研修を支援します。ま

た、研修体系の再編、仮称ですが、林業大学

校の設置について検討してまいります。 

 資料95ページの最下段、木材産業振興対策

費ですが、次の96ページの説明欄の３、木質

バイオマス等エネルギー対策事業は、木質ペ

レットの供給体制の確立に取り組むもので

す。 

 96ページの２段目、県産木材需要拡大対策

費ですが、次の97ページの説明欄の４のくま

もと県産木造住宅づくり復興推進事業は、木

造住宅を新築される方へ県産木材、柱や内装

材などを助成するものです。 

 ６の国際イベント森林認証材供給体制づく

り事業は、９月補正で予算化していただきま

したが、引き続き、オリンピック、パラリン

ピックに向け、森林認証材の供給体制の構築

を支援してまいります。 

 なお、新国立競技場へは既に県産木材の供

給が始まっております。また、選手村に建設

されますビレッジプラザでも県産木材の使用

が決定しております。 

 次の98ページの説明欄の７、くまもとの木

材グローバルセールス支援事業は、県産木材

の輸出に向けた販路開拓などに取り組んでい

くものです。 

 資料98ページの２段目、木材需給安定対策

費ですが、説明欄の２、くまもとの森林利活

用最大化事業は、間伐材流通経費を補助する

ものです。 

 ３、くまもとの木材流通システム支援事業

は、いわゆる中間土場を活用して新たな流通

システムの構築に取り組むものです。 

 資料99ページをお願いします。 

 １段目、林産物振興指導費ですが、説明欄

の２は、特用林産物の生産、加工施設整備を

助成するものです。 

 次の３は、キノコ、タケノコの県版ＧＡＰ

への取り組みを助成するものです。 

 また、次の４に記載しておりますように、

全国竹の大会が、来年度熊本で開催されま

す。その大会運営への助成も計上しておりま

す。 

 最下段、林業・木材産業振興施設等整備事

業費ですが、説明欄の１の林業・木材産業振

興施設等整備事業及び次の100ページの最上

段２の緑の産業再生プロジェクト促進事業、

この２つの事業は、高性能林業機械や木材加

工施設、特用林産施設等の整備を助成するも

のです。 

 これらの事業は、その年の要望によって増

減しますが、今回は、要望の一部を国の補正

予算で前倒ししましたことから、99ページ最

下段のとおり、前年に比べて１億2,000万円

余の減額となっております。 

 資料100ページをお願いします。 

 表の中段、林道費ですが、次の段、林道事

業費から、次の101ページの最下段、単県林

道事業費までが、林道関係の事業です。それ

ぞれの説明欄のとおり、県営林道の開設や市

町村営林道の開設、改良、舗装などを実施す

るものです。前年度と比べますと、県営林道

事業は変わりませんが、市町村営林道では、

要望に応じて開設、舗装が少なく、改良事業

が多くなっております。林道関係事業合計で

は、先ほどの100ページ中段の林道費で300万

円余の増額となっております。 

 資料102ページをお願いします。 

 ２段目、過年林道災害復旧費は、主に前年

度に発生した林道災害の復旧を行うもので、

災害の発生状況によって増減しますが、熊本

地震の影響で平成29年度予算が突出しました

関係で４億4,000万円余の減額となっていま

す。 

 林業振興課は以上でございます。 

 よろしくお願いします。 

 

○木下森林保全課長 森林保全課でございま

す。 
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 説明資料103ページをお願いします。 

 ３段目、林政諸費について、説明欄にその

内訳を記載しております。 

 １の森林・山村多面的機能発揮対策事業

は、放置竹林の伐採など里山林整備の活動に

対する補助金で、国75％補助の残りを県と市

町村で補助しようというものでございます。 

 最下段の水とみどりの森づくり事業費は、

説明欄のとおり、１の水とみどりの森づくり

推進事業として、団体等が行う森づくり活動

に対する補助や、２の水とみどりの森づくり

普及促進事業として、森林ボランティア団体

の支援や森林インストラクターの養成などの

経費でございます。 

 なお、森林ボランティア団体の支援につき

ましては、具体的には、ボランティアネット

ワークという組織を立ち上げまして、そこに

指導者を配置して情報交換等ができる環境を

整えますとともに、研修会や活動報告会など

を開催しております。ちなみに、現時点での

ボランティアネットワークの登録団体の数と

しては58ほどあるというふうに聞いておりま

す。 

 続きまして、104ページをお願いします。 

 最下段の治山事業費は、説明欄のとおり、

１の治山事業と、次のページ、105ページに

なりますが、２の治山激甚災害対策特別緊急

事業を計上しております。 

 特に、この治山激甚災害対策特別緊急事業

については、地震災の復旧事業として、被災

の翌年から５年間、平成33年度までになりま

すけれども、計画的に山地災害を復旧してい

こうという事業でございます。 

 ２段目、緊急治山事業費については、説明

欄のとおり、山地災害を緊急に復旧する災害

関連事業でございます。南阿蘇村三ツ石地区

ほか６地区で実施をすることとしておりま

す。 

 なお、この事業は、通常であれば当該年度

に発生する山地災害に備えた待ち受け予算

――２億円程度になりますけれども、をお願

いするところでございますけれども、平成30

年度は、平成28年度の緊急治山の工事箇所の

うち、不調、不落などの影響で７地区が29年

度中に着工できないという事態も考えられま

すので、平成30年度当初予算で再度計上をお

願いしております。同様に、平成29年度中に

着工できずに、平成30年度当初予算に再度計

上をお願いをしているものとしては、104ペ

ージの治山事業で７地区、105ページの単県

治山事業(県営事業)で９地区が含まれており

ます。 

 同じく、105ページの３段目、単県治山事

業費でございます。 

 その内訳としては、説明欄のとおり、１の

単県治山事業(県営事業)は、国補助の対象と

ならない小規模な山地災害の復旧を行うもの

で、天草市中の迫地区ほか16地区で実施を予

定しております。 

 ２の単県治山事業(市町村営事業)は、市町

村が行う治山事業に対する補助で、山都町鶴

ノ平地区ほか６地区で実施を予定しておりま

す。 

 106ページをお願いします。 

 説明欄をお願いします。 

 ３の森林保全施設管理整備事業は、落石防

止柵の機能回復のための工事でございます。

具体的には、落石の緩衝材の取りかえですと

か鋼材の塗りかえ等を行うもので、球磨村俣

口地区ほか１地区で実施をします。 

 最下段をお願いします。 

 保安林整備事業費です。 

 この事業は、説明欄のとおり、保安林の機

能を維持、強化するための改植、植えかえや

本数調整伐を実施する事業で、八代市笹尾地

区ほか52地区で実施をしようというもので

す。 

 107ページをお願いします。 

 ３段目、みどり森林管理事業費です。 

 その内訳としては、説明欄をごらんくださ
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い。 

 １のみどり空間管理事業は、継続事業で、

県有の森林公園の管理経費でございます。 

 ２の県民の森林
も り

づくり緊急整備事業は新規

事業で、立田山森林公園の施設整備等に要す

る経費でございます。地震で傷んだ防火水槽

などの施設や老朽化して危ないアスレチック

遊具などの整備を行うものでございます。費

用負担については、県と市が２分の１ずつを

負担することとしております。 

 ５段目の過年治山災害復旧費については、

平成28年の地震災、豪雨災関連の施設災害復

旧工事の経費でございます。その30年度分を

計上しております。 

 108ページをお願いします。 

 直轄災害復旧事業負担金です。 

 説明欄をごらんください。 

 国に直轄代行をお願いしている阿蘇管内に

おける治山施設災害復旧事業について、平成

30年度の工事箇所である南阿蘇村内早川地区

ほか８地区に関する県の負担金を計上してお

ります。 

 森林保全課は以上でございます。 

 よろしくお願いします。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 主な事業について御説明をさせていただき

ます。 

 資料のほうは、109ページからですが、110

ページをお願いいたします。 

 下段の浅海増養殖振興事業費の説明欄３

「クマモト・オイスター」生産・ブランド化

推進事業をお願いしております。 

 これは、クマモト・オイスターの種苗生産

や養殖技術の向上とともに、新たな産業とし

ての育成を図り、本県を代表する熊本ブラン

ドとして確立を図るものでございます。 

 111ページをお願いいたします。 

 同じく、浅海増養殖振興事業費の説明欄６

に、新規事業として新たな稼げる養殖業推進

事業をお願いしております。 

 これは、マガキ、ヒトエグサの生産性の向

上のため、マガキの天然採苗試験、ヒトエグ

サの人工種網の量産試験を行うとともに、品

質管理の指導を行うものでございます。 

 次に、説明欄８に、新規事業として、海域

漂流物地域対策推進事業をお願いしておりま

す。 

 これは、台風や大雨により海域へ流入して

くる流木等の回収、処分等を行うものでござ

います。 

 112ページをお願いいたします。 

 上段の水産物流通対策事業費の説明欄１、

漁村における「うみ・ひと・しごと」づくり

推進事業をお願いしております。 

 これは、浜の活力再生に向けた本県水産業

の持続的な発展と活力ある漁村を実現するた

めに、漁業生産量の増産や国内外での水産物

の販売促進、新規漁業就業者の定着促進など

についての支援を行うものでございます。 

 次に、説明欄２、市場と連携した魚食普及

推進事業をお願いしております。 

 これは、水産物の地産地消、魚食普及を推

進するため、市場等と連携した魚食普及活動

や全国水産物商業協同組合連合会が開催する

熊本大会の支援を行うものでございます。 

 113ページをお願いいたします。 

 上段の漁場環境等対策事業費の説明欄３、

水産多面的機能発揮対策事業をお願いしてお

ります。 

 これは、水産業、漁村の活性化を図ること

を目的として、漁業者等が行う藻場や干潟の

環境生態系保全や海の安全確保など、水産

業、漁村の多面的機能の発揮に資する活動の

支援を行うものでございます。 

 次に、下段、水産資源保護育成事業費の説

明欄１、さかながとれる豊かな海づくり事業

をお願いしております。 

 これは、本県水産物の安定供給と漁業経営
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の収益性の向上を図るため、稚魚の共同放流

等の実施に対する助成、資源管理型漁業と栽

培漁業の推進を図るものでございます。 

 次に、説明欄２、有明海・八代海再生事業

をお願いいたしております。 

 これは、有明海、八代海における魚介類の

生息環境調査や増養殖技術開発を通じて漁業

の再生と生息環境の改善を行うもので、今年

度から、八代海で新たにアシアカエビやキジ

ハタなどの種苗生産の技術開発を行うもので

ございます。 

 114ページをお願いいたします。 

 中段の施設整備事業費をお願いいたしてお

ります。 

 これは、浜の活力再生加速化支援事業で、

浜の活力再生プランに位置づけられた共同利

用施設の整備等が着実に実行され、漁家所得

の向上や経営体質の強化が図られるよう、漁

協等を支援するものでございます。 

 １ページ飛んで、116ページをお願いいた

します。 

 右側の最下段、漁業取締事務所施設賃借を

お願いしております。 

 これは、上段の説明欄５、漁業取締事務

所、牛深事務所ですが、移転事業で、漁業取

締船「あそ」の事務所として使用している牛

深事務所について、平成30年度から32年度に

かけて施設を賃借するため、債務負担行為を

追加するものでございます。 

 117ページをお願いいたします。 

 水産研究センター費をお願いいたしており

ます。 

 説明欄２に、新規事業として、水産研究セ

ンター港整備事業をお願いしております。こ

れは、港を整備するための桟橋としゅんせつ

の調査に要する経費でございます。 

 次に、説明欄３に、新規事業として、試験

調査船「ひのくに」代船建造に係る設計業務

委託事業をお願いしております。これは、老

朽化した試験調査船「ひのくに」の代船建造

に伴う設計に係る経費でございます。 

 次に、説明欄４に、新規事業として、稼げ

る食用海藻高度化事業をお願いしておりま

す。これは、有用海藻類の増養殖研究に係る

経費でございます。 

 118ページを飛びまして、119ページをお願

いいたします。 

 説明欄13に、水産研究センター施設保全事

業をお願いいたしております。これは、水産

研究センターの空調設備の改修等に要する経

費でございます。 

 水産振興課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○田尻漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 資料の120ページをお願いします。 

 主なものについて御説明します。 

 まず、中段の水産環境整備事業費でござい

ますが、効用の低下している漁場の生産力の

回復や生息場の環境改善を目的に、有明海・

八代海等の再生に向けた熊本県計画に基づ

き、覆砂や藻場造成等を行うもので、有明海

東地区ほか２地区を予定しております。 

 下から２段目の漁港建設管理費でございま

すが、内訳としまして、主なものを御説明し

ます。 

 最下段の漁港関係海岸保全事業費につきま

しては、右の説明欄の１の漁港関係海岸保全

事業費は、堤防や護岸等の漁港関係海岸保全

施設の整備を行う事業で、市町に対する助成

でございます。 

 121ページをお願いします。 

 上段の説明欄の２の災害関連大規模漂着流

木等処理対策事業費につきましては、災害に

より海岸に漂着した流木やごみ等の処理に要

する経費でございます。 

 下段の単県漁港改良事業費につきまして

は、右の説明欄の１の単県漁港改良事業費と

２の単県漁港漁場施設補修事業費にあります
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ように、漁港漁場及び海岸施設におきまし

て、国庫補助事業の対象とならない小規模な

改良、しゅんせつ、補修等を行うための経費

及び３の水産基盤整備交付金は、市町等が実

施します水産基盤整備事業及び漁場の保全や

回復に資する事業に対する助成でございま

す。 

 122ページをお願いします。 

 中段の漁港管理費につきましては、漁港及

び漁港海岸の管理者として適正な維持管理を

行うために要する経費をお願いしておりま

す。 

 主なものとしましては、右の説明欄にござ

います３の県管理漁港内放置船対策事業は、

県管理の牛深漁港内に長年にわたり放置され

ている船舶で、所有者に対し再三の撤去指導

にもかかわらず、撤去されず、老朽化が進

み、台風や大雨等による転覆、沈没、流出が

懸念され、沈没等による漁業活動への支障

や、ほかの船に被害を及ぼすなど、特に緊急

が必要な船舶につきまして、漁港の適正な維

持、保全のため、撤去処分を行うための経費

でございます。 

 下段の漁港施設機能強化事業費につきまし

ては、堤防や岸壁等のかさ上げ、改良及び機

能診断等により、漁港施設の機能強化を図る

ための経費でございまして、塩屋漁港ほか３

漁港を予定しております。 

 123ページをお願いします。 

 上段の漁村再生整備事業費につきまして

は、既存施設の有効活用の観点から、漁港施

設の生活環境施設の整備を行うために要する

経費及び市町に対する助成でございまして、

塩屋漁港ほか５漁港を予定しております。 

 ２段目の漁港関係港整備事業費につきまし

て、主なものは、右の説明欄の２にあります

水産物供給基盤機能保全事業費ですが、漁港

施設の長寿命化対策工事によります更新コス

トの平準化及び縮減を図るために要する経費

並びに市町に対する助成でございまして、熊

本地区ほか９地区を予定しております。 

 下段の水産流通基盤整備事業費につきまし

ては、安全、安心な水産物の安定供給を図る

ため、流通拠点となる牛深漁港におきまし

て、品質、衛生管理の向上及び陸揚げ、集出

荷機能の強化を目的に、漁港の整備に要する

経費でございます。 

 124ページをお願いします。 

 上段の水産生産基盤整備事業費につきまし

ては、右の説明欄の１にありますように、水

産資源の維持、増大と水産物の生産機能の確

保を図るため、浅海域における漁場、藻場、

干潟、養殖場と当該漁場に関連する漁港施設

の整備を行うために要する経費及び２の市町

に対する助成でございまして、塩屋漁港ほか

３漁港を予定しております。 

 中段の漁港機能増進事業費につきまして

は、漁港の利用者や生産者の就労環境の改善

及び漁港の機能増進を行うために要する経費

でございまして、下桶川漁港を予定しており

ます。 

 下段の海岸漂着物等地域対策推進事業費に

つきましては、沈廃船等の海洋ごみの回収、

処理に要する経費でございます。 

 125ページをお願いします。 

 漁港災害復旧費につきましては、平成30年

度に県管理漁港及び漁場施設で災害が発生し

た場合に、早期の災害復旧を図るために要す

る経費でございます。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

 

○村山農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 説明資料の126ページをお願いいたしま

す。 

 条例改正でございまして、127ページの概

要をごらんください。 

 熊本県国営土地改良事業負担金徴収条例の

一部を改正する条例の制定についてでござい
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ます。 

 ２の条例制定の趣旨にございますとおり、

土地改良法及び土地改良法施行令の一部改正

により、法第88条が、法第87条の５に条ずれ

が生じたこと及び受益者から徴収する負担金

の徴収期間の起点が明確化されたことから、

今回関係規定を整理するものでございます。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○杉山団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 資料の130ページをお願いいたします。 

 第108号議案、権利の放棄についてでござ

います。 

 次の131ページで説明させていただきま

す。 

 まず、議案の概要ですが、新規就農者に対

し貸し付けた農業改良資金貸付金につきまし

て、当該債務者が破産し、連帯債務者、保証

人は死亡、その相続人及び相続財産もなく、

今後の回収の見込みがないため、権利を放棄

するものでございます。 

 議案の提出の趣旨につきましては、地方自

治法第96条の規定によりまして、権利の放棄

に当たっては、議会の議決をいただく必要が

あることから、今回提出させていただくもの

でございます。 

 ３の内容に主な経緯を記載しております。 

 平成11年度に290万5,000円を貸し付けまし

たが、平成28年１月に債務者が任意整理の手

続に入りまして、３月の破産、免責申し立て

を経て、６月に破産免責が決定しておりま

す。また、３名の連帯債務者、保証人は死亡

しておりまして、その相続人につきまして

も、調査の結果、いずれも死亡あるいは相続

放棄をしていることが判明いたしました。 

 以上のことから、法的に請求できる相手が

おらず、今後の回収見込みがなくなったた

め、未償還元金の70万円と未償還元金に係る

違約金の請求権につきまして権利の放棄を行

うものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○山口裕委員長 以上で執行部の説明が終了

しました。質疑を受けたいと思います。 

 質疑を受けた課は、課名を名乗った上で、

着座のまま説明をしてください。 

 質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 まず、59ページの農地・担い

手支援課の農業改良普及推進費の中の青年就

農給付金事業についてでありますけれども、

新規で就農なさる皆さん方の準備型と、それ

から経営開始型ということで、ずっと支援─

─５年ぐらい前ですかね、始まったのは。や

ってきて、ずっと期待しておりましたけれど

も、最初、制度の導入時に、全く農業と縁の

ない方が新規に入る場合と、親元就農、お父

さん、お母さんが農業をやってて親元就農な

さるときに、最初のときは、随分親元就農に

対しては薄くて、新しくされる方に非常に厚

くその制度の内容がなってて、それってやっ

ぱりおかしいんじゃないですかと。親元就農

というのは、やっぱり全て設備が整ってるわ

けですから、親元就農が100％今の農家に跡

取りができれば農家は減らないわけですか

ら、そういうのにしっかり手厚くすべきだと

いうことを言ってきておりますが、現状は、

今回のこの予算も含めてでありますけれど

も、その新規就農の親元就農についてはどう

いう形になってるかについて教えていただき

たいのが第１点ですね。 

 それと、２つ目が、先議のときにも話をし

ましたけれども、森林環境税が、平成31年か

ら森林環境譲与税ですかね、300億だったで

すかね、全国ベースで。譲与税の給付が始ま

るわけでありまして、それに合わせた新たな

森林管理システムというものが、県、国で構
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築されて、その法案が今国会内で議論をされ

ている最中であります。新たな譲与税は、市

町村に対して行くわけでありますから、市町

村がどう森林経営にかかわっていくかという

部分と、ここで、86ページなんですけれど

も、森林整備課で御提案いただいておりま

す、いわゆるこれは、水とみどりの森づくり

税を使った新たな事業というものが３つ提案

されております。従来型の事業を少し変えた

形でやってらっしゃるわけでありますけれど

も、まず第１点は、新たな森林管理システム

というものの法案が、まだ審議中であります

けれども、これはやっぱりしっかりその中身

を周知しながら、市町村との連携というもの

をしっかりやっていかないと、市町村では譲

与税が来ても、多分何に使っていいかわから

ないと言う。山のほうの人は需要がたくさん

あると思いますが、例えば、熊本市にも譲与

税は来るわけでありまして、人口比とか人工

林の比率に応じて、その森林のための費用が

来ます。ただ、熊本市には森林課はありませ

ん。森林整備課もなければ、いわゆる森林と

いうことに特化した課はいまだないわけであ

りまして、誰がどうやってやるのかが全く見

えてない、再来年から始まるので。そういっ

た部分というのは、もちろん国の制度ではあ

りますけれども、県がしっかり主体性を持っ

て連携をとっていかなければならないという

ふうに思ってますし、今回のこの３つの、86

ページの３、４、５ですね、マル新がついて

るやつ。この部分と新たな森林環境譲与税の

整合性というものについてお尋ねをしたいと

思います。 

 

○鳥井農地・担い手支援課長 青年就農給付

金についてのお尋ねでございますけれども、

親元就農者が給付金を受給できる場合という

のは、例えば、当初は厳しかったんですけれ

ども、県等で要望した中で改善をされており

ます。 

 現在、就農者が親とは別の部門を開始す

る、もしくは５年以内に親から経営を移譲す

る、そういったことの場合については給付金

を受給できるというふうになっております。

そういったことで、特に市町村と一緒にそう

いった制度のことをよく説明をしまして、一

人でも多くの親元就農の方に給付できるよう

に取り組んでおります。 

 

○長谷川森林整備課長 新たな森林管理シス

テムの御質問が前川委員からございました。 

 前川委員御指摘のとおり、市町村が主体と

なって森林環境譲与税を財源として新たな森

林管理システムを動かしていくことになりま

す。 

 県としましては、市町村としっかり連携し

てシステムを動かしていく必要があるという

ふうに考えております。具体的には、昨年10

月に情報連絡会議を立ち上げて、市町村と情

報の共有や課題の整理等を行っているところ

でございます。 

 現在、45市町村に対しまして、新たな森林

管理システムの実施体制、そういうのをどう

いうふうに取り組んでいくかということの調

査をアンケート形式で送っているところでご

ざいます。今月中に回答がありますので、そ

ういったものを踏まえながら、市町村とヒア

リング、意見交換を行いながら効果的にシス

テムを動かしていきたいというふうに思って

おります。 

 ２つ目の86ページの３から５の事業でござ

いますが、３の間伐につきましては、今回の

新たな事業では、急傾斜地とか、渓流沿いと

か、流木が発生しやすいような箇所を重点的

にやっていきたいというふうに思っておりま

す。市町村のほうでも、新たな森林管理シス

テムで意欲のある経営体に経営を委託できな

かった条件不利地の森林については市町村が

間伐を行うようになっておりますけれども、

そういった間伐とこういった県の行います災
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害に強い森づくりとはしっかりと仕分けがで

きるというふうに考えているところでござい

ます。 

 それと、４番と５番が再造林対策になりま

す。再造林については、森林環境譲与税のほ

うでは取り組まないということで、国のほう

からの説明は聞いておりますので、そういっ

たことでしっかりと調整ができるというふう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 まず、青年就農給付金なんで

すけれども、しっかりこれは使っていただき

たいと思いますが、親元就農者が５年以内に

経営譲渡しなきゃいけないという要件がつい

てるのが、非常に大きな何というか、荷物と

いうかな、制限になってるんですね。 

 例えば、新規就農者が18歳で高校を卒業し

ましたと。で、就農します。もしくは大学卒

業して就農します。大学生だったら22歳です

ね。多分22歳の子供さんの親御さんというの

は、平均は知りませんけれども、30歳で産ん

だにしても52歳ですよ。全く働き盛りの方

が、その後５年間で子供に全部譲れというこ

との制約そのものが、非常に私は最初から矛

盾しているというふうに思ってましたし、そ

ういうところについて、やっぱりこれからも

国に対してもう少し長く──少なくとも60歳

で定年する時代に、もう大体それよりもっと

延びてる時代の中にあって、もちろん仕事は

していいけど経営権を全部やるというのは、

非常にやっぱりその家にとっては大きなこと

だし、経営権を全部やるときは借金も含めて

全部やらなきゃいけないわけですよ、全部。

それは、施設園芸だろうが、それから畜産関

係だろうが、初期投資に相当お金をかけてや

ってらっしゃる皆さん方が、子供が就農した

から５年後には借金も含めて全部やらない

と、この新規就農の給付金が使えないという

現状が今でもあるということでありますの

で、もちろん使ってもらうための改善を、こ

れからもしっかり国に現実に合う形の中で御

要望をいただければというふうに思っており

ますので、これはもう要望でいいです。改善

策が何かあれば言ってください。 

 それと、もう一つの森林環境税の話につい

ては、いずれにしても、このいろいろな仕分

けをしっかりとやりながらやっていかなきゃ

いけないし、まだ１年ですけれども、もう１

年ということになっているわけで、この森林

環境税をつくるためには、いろんな努力を私

もしてまいりましたし、皆さんと一体となっ

てやってきたと。林業界の悲願であったとい

うふうにも思っております。 

 それが、一番怖いのは、300億もの国民の

財源をいただいて、もちろん財源を取り始め

るのはもっと後から、38年ぐらいから、39年

か、平成38年だったろ。まあいいです。それ

はいいです、何年だろうが。ちょっと後にな

りますけれども、そのお金がしっかり使われ

るということができないと、そもそも国民の

皆さんからいただく税金でありますから、そ

の有効活用というのは当然のことでありまし

て、しかも目的税的なものになりますので、

そこはやっぱり皆さんと一体となって、しっ

かりやっていただきたいというふうに思いま

すので、ぜひ、市町村との連携というものに

ついては、これから──我々の認識で行く

と、かなり市町村では、まだ認識が我々とは

大分違う部分があると思いますので、より精

査して頑張っていただければというふうに思

います。 

 以上です。 

 

○鳥井農地・担い手支援課長 国に対する要

望につきましては、５年間を延長する、そう

いったことにつきまして引き続き要望してま

いります。また、現実的には、部門を例えば

息子さんが別にするとか、そういった現実的

なことも市町村と協議して対応してまいりた
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いと思っております。 

 

○村上寅美委員 112ページです。 

 水産物の流通対策ということで、ちょっと

お聞きしたいんだけど、これは卸売市場と連

携とってというようなお話になっとるけど、

今やってないの、連携とってないの――、が

１つ。それから、今後どういう対策をとろう

としているのか。その２つを教えてくださ

い。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 まず、市場と今既に連携はとってないのか

ということの御質問でございますが、魚食普

及推進協議会というものを組織いたしており

まして、その中に市場のほうも入っていただ

いておりますので、現在、既に連携をして、

魚食普及、水産物の消費については一生懸命

努力しているところでございます。 

 ただ、今回、また全国水産物商業協同組合

連合会の全国大会が、１つ大きな柱として魚

食普及をやはり掲げていこうというふうなこ

とを上げられております。これについてしっ

かりと支援をして、より深めた連携をして魚

食普及活動を進めていきたいということで今

回お願いしているところでございます。 

 

○村上寅美委員 それは10月７日の話だろ

う、水産物の。 

 

○山田水産振興課長 はい。10月７日、８日

のものでございます。 

 

○村上寅美委員 3,000人ぐらい、全国の魚

屋さんの小売業の全国大会だな。3,000人だ

から、２泊３日かな、３泊４日か知らぬけ

ど。だから、当然、観光とか景気とか相当潤

うと思うんだよね。それに対するどういう手

法を、県としては幾ら支援するということも

だけど、要するに、どういうシステムでどう

いう応援の内容をしているんですかというの

がちょっと僕は気になるから、それを聞きた

いのと、１点はですね。 

 そして、もう一点は、前々から言ってるけ

ど、有明海、八代海、特に有明海の問題とし

ては、有明海は、再生とか、今死んでるか

ら。その認識が皆さんにあるかないかという

ことで、もうとにかく水産物は４分の１に激

減している。だから、油は高いから海に行っ

ても油代にならないというような、天草もそ

うらしいよ。そういう話を漁師から直接聞く

もんだから、それは何とか国も含めて県も含

めてシステムをつくらないと漁業者は困るわ

なという問題があるんですよね。 

 だから、それは、今度水産庁長官の長谷さ

んにも、要望書は持っていってないけど、と

にかく有明海に一回来てほしいと、船も準備

するからと、熊本県の船を。だから、有明海

を見て、そして実態がこうだということを認

識してもらわないとね。要望だけここで聞い

とってもペーパーカンパニーで終わってしま

うから――、と言って半分な約束させたよう

なことで、年内に来てくれると思うけど、そ

の辺のところをやっぱり再生の手法をどうす

るのかと。 

 さっき言った、じゃあ、再生ということで

一つの結論が出ているのは、もうこればっか

り言うようだけどヘドロなんですよね、ヘド

ロ。これは阿蘇と雲仙があるから、もう128

年間干拓がなされてないということで、我々

の生活排水も入れて有明海は死んでいるんで

すよ。だから、そういう認識は──川辺あた

りは50年ぐらい一生懸命やっとるけど、有明

海というたって、潮というか水というか、こ

れであれしてしまうから下のほうは見えない

し、もう漁師は飯が食えなくなってる、現状

に。だから、この辺の対策を今後どうしてい

くかという、勉強会からでもいいからスター

トしてもらいたいなというのは、もう前回の
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──きょうは農林水産委員会かな。 

 

○山口裕委員長 はい。 

 

○村上寅美委員 有明海、八代海のときも言

いました。ごめんなさい。そういうことです

から、部長、あなたは去るかもしらぬけど、

ちゃんと段取りしてやってくださいよ。 

 

○山田水産振興課長 まず、１点目の大会を

どういうふうに応援していくか、また、今後

どういうふうに取り組んでいくかということ

についてでございますが、大会自体は10月の

７日、８日ということで、まだ若干ちょっと

時間がございますので、しっかりとこれにつ

いては鮮魚商組合と打ち合わせ、連携をしな

がら具体的なことは詰めていきたいというふ

うに──まだ詳しくは固まっておりませんの

で、今後詰めていきたいというふうに考えて

おります。 

 また、魚食普及につきましては、若い魚商

組合の方々、職員さん方々が、なかなかやっ

ぱり技能向上が最近課題となっているという

ふうにも聞いておりますので、そこら辺がレ

ベルアップしていけないかということを考え

ております。そのほか、鮮魚商組合とこれも

打ち合わせをしながら、どういう形が一番魚

食普及につながっていくかというのは詰めて

まいりたいというふうに考えております。 

 

○村上寅美委員 関連だけど。だから、これ

は言ったように、平たく言えば、全国の魚屋

さん大会だから、小売業の大会が熊本県に割

り当ててきたということの大会なんですよ。

だから、それはもうわかっとると思うから。

具体的に、もうとにかく、先生、県にお願い

しとりますけんとしか言わぬとたい。魚商も

初めてなもんだから、先生、県にお願いしと

るけん、よろしゅうお願いしますとしか俺に

は言わぬわけ。 

 私も筆頭理事ですから、魚商の。だから、

ここだけじゃ無理だから連合会を引き込ん

で、熊本の場合は、特例で熊本地方卸売市場

連合会も共催で一体となってやっていこうと

いうことで国のほうにも要望して、非公式だ

けど了解とってるから。そうしないと、ほ

ら、金も何千万か要るらしいたい。そんなら

おまえ、魚商でどうするかということで、知

事にも一応引き合わせまではしとりますか

ら。 

 これはもう、僕も、この前、ことしがある

からと思って、静岡に来てくれというから行

ったけどね。それはもう、パーティーは5,00

0ぐらい入ってな、入り切らぬとだもん、に

ぎやかで。１万円、8,000円だったかな。だ

から、各種団体が全部、前川議員みたいな山

からも来るわけたい、みんな。全部が県挙げ

ての応援になっとるから、その辺の認識を─

─これからというから、課長、君がまだこれ

からと言うけど、君も行ったろう。あそこ

は。 

 

○山口裕委員長 行ってないみたいですが。 

 

○村上寅美委員 行ってない。誰が行った

の、課長。当時の課長は誰かな。来年がある

からと言って──ああ、あれだった、ミカン

のほうだった。 

 そういうことだったから、熊本の場合はパ

ースば広げて、そして、その後寄附ももらわ

なんから、だから経済連とか漁連とかも巻き

込んでしまえと。そうなるためには、魚商じ

ゃ弱いから市場が主催になると、共催になる

という形でやってますから、これから──ま

だやっとらぬとだろう、打ち合わせは。えら

いゆっくりしとるね。やってくれよ、事務レ

ベルがね。これは要望でいい。答えはいい。

要望でいいから、ぜひとつ執行部もあれしと

ってください。 
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○西岡勝成委員 39ページ、今議会でも内野

先生から質問がありましたが、外国人の雇用

についてですが、研修生を含めて今１次産業

に何名ぐらい雇用しているのか。これは、特

区になって、またどのぐらいに広がっていく

のか、まずその辺からお聞きしたい。 

 

○千田農林水産政策課長 現在、特区のほう

にも今提案をしておりますが、県内では、農

林業に従事している外国人が、現在2,384名

です。 

 

○西岡勝成委員 農林業。 

 

○千田農林水産政策課長 農林業になりま

す。 

 

○西岡勝成委員 水産は入ってない。 

 

○千田農林水産政策課長 水産業は入ってお

りません。2,384名となっているところで

す。 

 

○西岡勝成委員 すると、この特区を今度外

国人受け入れの事業をやっていくんだけど、

それでどのぐらいにふえていくものですか。 

 

○千田農林水産政策課長 近年、ＪＡ等を通

じまして調査したところでは、大体600名ほ

どの需要があると、今のところ考えておりま

す。ただ、詳細につきましては、今後特区の

準備を進めていくに当たりまして、30年度の

予算の中で改めてニーズも含めて調査を行う

予定としております。 

 

○西岡勝成委員 八代のある地区だけで

1,000人、農業関係者だけで外国人の雇用が

あるという話なんですけれども、知事も外国

で研修生として行かれた経験もある中で、や

はりただ労働力として使うのか、文化交流も

含めて、国際交流をしながらやっぱり進める

ことによって、犯罪の抑止とかいろいろない

い面が出てくると思うんですね。 

 私、もう半年ぐらい前にテレビで見たんで

すが、鹿児島県の串木野では、公民館活動と

して、その地域の外国人雇用の人たちと地元

の人たちの交流を積極的にやっているんです

ね、文化交流も含めて。そういうことをする

ことによって、犯罪の抑止とかいろいろない

い面のつながりが出てくると思うので、ぜ

ひ、これは大きくやってもなかなか効果は薄

いと思うので、地区地区で、そういう文化交

流なり、スポーツ交流なり、そういう輪を広

げることによって、先ほど言う、熊本県は非

常にすばらしいところだと、今後、例えばフ

ィリピンとかベトナムとか中国とか、非常に

熊本はよかったという雰囲気になってくる

と、またいい人材が後から県内に来てくれる

可能性もあると思うんです。 

 しばらくは、これはどうしても外国人の労

働力というのは頼りにしていかざるを得な

い、特に１次産業については。そういう中

で、やっぱり熊本県はよかとこばいというよ

うな、くまモンも含めて、そういう実際にな

るような地味な活動が必要と思いますので、

ぜひ、この辺は県が主導をされて、地区ごと

に市町村と連携とってやってもらいたいと思

います。その辺はどうですかね。 

 

○千田農林水産政策課長 委員の御指摘のと

おり、人口減少社会の日本におきましては、

外国人材が非常に重要と考えておりまして、

現在、特区につきましても提案を行っている

ところです。 

 先生御指摘のとおり、熊本がよかったと思

えるような取り組みとしまして、知事も、農

業研修生としてアメリカに渡ったときの経験

として、非常に労働が苛酷だったということ

を繰り返しおっしゃっております。そういっ

た面も受けて、今回の特区提案におきまして
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は、外国人材の方に対する人材育成という点

に非常に重点を置いてますのが、熊本型特区

の特色となっております。また、生活環境に

つきましても、例えば住宅の提供ですとか、

年金負担金の猶予ですとか、もしくは職場へ

の送迎といった生活環境面につきましても、

特区の中で規制緩和を含めて改善が図られる

ようにという提案を行っているところです。 

 委員御指摘いただきました地域への活動に

つきましても、今後、調査等準備を進める中

で、改めて検討を行っていきたいと。その上

で、世界に選ばれる熊本として存在価値を高

めていきたいと考えております。 

 

○西岡勝成委員 よろしく。 

 もう１つ、むらづくり課なんですが、中山

間地域の農業経営の集約化といいますか、土

地の集約化、経営体制、いろいろ村上先生が

おられるのであると思うんですけれども、果

樹農家ね。この前、広島に研修に行かれて、

90ヘクタール近くの大規模な農場ができてる

という話を聞いたんですけれども、牛深も果

樹の大きな産地だったんですが、県の職員の

ＯＢが卒業されて、趣味も含めて果樹農家を

やっておられるんですね、果樹を。話を聞く

と、やっぱり自分も何とかまとめようと思っ

ていろいろ地域の人たちと話するけど、なか

なか、産地がばらばらでまとまりがなくて、

１人消え２人消えして産地が弱体化していく

と。なかなか離れとるので、例えば稲作とか

そういうところと比べると非常に集約化なり

合同の経営が難しいという話。村上先生がお

られますけれどもね、河内とすれば──牛深

あたり、まだ産地がばらばらなところがある

んですけれども、その辺を今後どのように集

約化なり経営の合理化をしていくのか、お尋

ねをしたい。今までの経緯も含めて。 

 

○大島農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。私のほうからでもよろしゅうございます

か。 

 

○西岡勝成委員 はいはい、結構です。 

 

○大島農産園芸課長 おっしゃいますよう

に、樹園地につきましては、なかなか集約が

進みにくいという課題がございました。これ

を踏まえまして、私どもといたしましては、

小規模の、例えば作業道ですとか、作業効率

の上がるように、１枚、２枚、３枚と少ない

畑の枚数をあぜ倒しなり、作業性が上がるよ

うな形のミニハードを仕組みまして、それを

契機に、地域の中で引き受け手を見つけた

り、農地の担い手の集積を進めるような形

で、少しずつではございますが、後には公共

的な大きなハード事業につながるような、何

といいますか、足がかり的な予算を、ページ

でいいますと、何ページだったですかね、46

ページの上段の２のところの熊本型樹園地集

積モデル事業、こちらのほうで取り組みをさ

せていただいておりまして、県内６地区ほど

で取り組みが始まりつつございます。29年か

ら取り組みを始めたような形でございます。 

 以上です。 

 

○西岡勝成委員 非常に今までも、多分事例

としても難しい部分があると思いますので、

この辺は力を入れて、やはり他県との競争も

あります。自由化の話もあります。その中で

果樹が生き残っていくためには、やっぱりそ

ういうバックアップをして生産体制をつくっ

ていかないと、なかなか難しいと思うので、

ぜひ努力をして……。 

 

○久保田むらづくり課長 むらづくり課でご

ざいます。 

 中山間対策について、委員のほうから御質

問ございまして、今大島課長のほうから、基

盤とかそういったところを重点的にやってい

くということもございますけれども、加え
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て、中山間対策で申しますと、どうしてもや

っぱり平場と比べて、生産条件、コストが厳

しいということでございます。やはりそこを

支えていく上においては、当課で所管をして

おりますようないわゆる中山間地域等直接支

払、こういったところへの経費に対する補塡

とか、あとは多面的機能ということで、通

常、維持管理をしておりますそういった経費

に対する支援。これらをやって、しっかり経

営安定といいますか、下支えをしていく必要

があろうかと思ってございますし、直接支払

においては、今第４期対策に取り組んでござ

いますけれども、国のほうも樹園地を想定し

たいわゆる加算措置、急傾斜地加算というの

を加えまして、特に果樹、いわゆる樹園地に

ついてはそういった支援を行っているという

ところで、そこを広く取り組みを進めて、そ

ういった支援も行っていくということも大事

なことではなかろうかというふうに思ってご

ざいます。補足させていただきます。 

 

○西岡勝成委員 ぜひ、後継者ができるため

にも、やっぱりそういう整備体制をお願いし

たいと思います。 

 

○村上寅美委員 ちょっと１点よかですか、

委員長。 

 さっき話したけど、外国人の技術交流とい

う言葉で終わったけど、労務雇用としては呼

べないんですか。もう最初から労務として雇

用としてはどうなるの。 

 

○千田農林水産政策課長 現在の外国人の農

業現場での活用につきましては、技能実習制

度というのがございますが、今回特区で提案

しておりますのは、労働者としての外国人材

の受け入れを提案しているところです。 

 

○村上寅美委員 それは国に。 

 

○千田農林水産政策課長 はい、国に提案し

て。 

 

○村上寅美委員 国のチェックがまだあれだ

な、これは。しかし、それは可能ですか。ど

うなの、見込みは。 

 

○千田農林水産政策課長 秋に内閣府のほう

に提案を行いまして、１月末には、知事が出

席した上でヒアリングを受けております。内

閣府のほうから、年度内には、まず区域の指

定を予定しているということになっておりま

すが、ちょっと正式な返答は、まだ出ていな

いところです。 

 

○村上寅美委員 それは、熊本はそういう状

況だけど、よその県も当然やってないという

ことだね。法的には、それがクリアしとらぬ

なら。 

 

○千田農林水産政策課長 既に本県よりも先

に提案を行っている県がございまして、そち

らのほうは、既に区域指定を受けておりま

す。その３地域においては、年度内にさらに

区域計画の認定が予定されてまして、来年度

中には、先ほど委員おっしゃった労働者とし

ての外国人材の受け入れが始まる予定となっ

ております。 

 

○村上寅美委員 来年。 

 

○千田農林水産政策課長 来年度中ですね。 

 

○村上寅美委員 はい、わかりました。 

 

○山口裕委員長 質疑の途中ですが、正午を

超えましたので、この際、昼食のため、午後

１時まで休憩いたします。よろしくお願いし

ます。 

  午後０時５分休憩 
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   ――――――――――――――― 

  午後１時０分開議 

○山口裕委員長 それでは、休憩前に引き続

き会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 

○前田憲秀委員 25ページの流通アグリビジ

ネス課のブランド確立・販路対策費について

お尋ねをしたいと思います。 

 ７番、８番なんですが、特にこの新規事

業、訪日外国人食の連携輸出、これをもう少

し詳しく御説明いただいていいでしょうか。 

 

○山下流通アグリビジネス課長 訪日外国人

食の連携輸出拡大事業でございますけれど

も、これにつきましては３つの事業から成り

立ってございます。 

 １つは、クルーズ船を活用しました、イン

バウンドを活用しました輸出拡大対策。あ

と、もう一つは、香港への直行便の――、今

飛行便がございますけれども、それを活用し

ました輸出拡大対策。もう一つは、県内に在

住されておられます外国人の方々、それぞ

れ、中国系の組織があったり、インドネシア

の方々との交流があったり、フィリピンの方

々との交流があったりということで、県内に

交流できそうな海外の方々の組織が10個ぐら

いございまして、その方々にニーズ調査等も

行いながら、県内にいながらにして食品開発

ができればということで考えております。今

まででございましたら、海外に、たびごとに

ニーズ調査をする必要がございましたけれど

も、これを県内にいながらにして、なおか

つ、県内におられる方々にも、熊本のために

なっただとか、熊本の食品はおいしいだとか

いうことも相乗効果として出てくるんじゃな

いかなということで、今考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 主に、今の御説明で言うと、輸出拡大とい

うことだったんですけれども、８番のほうが

私が言いたいのは主なのかなと思うんですけ

れども、先ほどの労働者の話で、千田課長も

少子高齢化で労働力が少なくなるというお

話。消費も少なくなるので、熊本に来て外国

人にしっかり熊本の農産物を食していただか

ないといけないという思いがあるんですね。

そのためには、例えば、今回の一般質問でも

ありましたように、商工なんかは、熊本の魅

力を発信すると、ネットを使ってとか、そう

いったものとの連携みたいなのは、この７

番、８番あたりにはないんですかね。 

 

○山下流通アグリビジネス課長 ８番のくま

もと地産地消利活用促進事業の中には、ネッ

トワーク活動といいまして、農業の生産者か

ら、あとは流通業者、食品加工業者、あとも

う一つは消費者、まとめて食のネットワーク

という会議が、外部でございますけれども、

任意の団体でございますけれども、できてご

ざいまして、県内に2,000人以上の今会員さ

んがおられます。その中で、年に２回ほど、

研修会をしたり地産地消の集いをやったりと

いうことで開催をしてございます。 

 あと、県といたしましては、ホームページ

等で地産地消サイトを持ってございまして、

加えて、月に２回ほどメルマガの配信を行っ

てございます。 

 

○前田憲秀委員 わかりました。済みませ

ん、メルマガの存在を知りませんで、後でま

た教えてください。 

 

○山下流通アグリビジネス課長 はい。 

 

○前田憲秀委員 この間、九州観光振興議員

連盟というので九州の議員さん集まって話が

あったんですけれども、九州という単語をイ
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ギリスのアーティストさんが発信したら、月

に120万回だったですかね、すごいアクセス

があって、九州というのにとにかく欧米の人

が今注目をしているという話がありました。

その情報の発信というのは、非常に今大事な

分野かなと思いますので、その生産者の連携

はもちろん大事なんですけれども、やはり行

政が取り組むのは、それをまとめて、いわゆ

る海外に発信する、熊本に来たらこういうお

いしいものが食べられますよという、モデル

の方がいらっしゃるのかどうかわかりません

けれども、熊本に来たらあれを食べようと

か、そう思っていただけるような情報発信、

ぜひやっていただきたいなというふうに思い

ます。 

 要望しときます。よろしくお願いします。 

 

○山口裕委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○西岡勝成委員 前田先生のに便乗してです

けれども、この海外戦略で、ぜひ、日本一の

だしの生産地のだしを──ヒトエグサあたり

も今頑張っておられますけれども、ああいう

みそ汁でもいいから、スープをぜひこういう

機会に使ってほしいと思います。決して高く

つく材料ではございませんので。にんべんと

いう会社が、日本橋にだしバーをつくってい

るんですね。そして、これは物すごくにぎわ

っているんですよ。そういうことで、ぜひ、

日本一の産地のだし原料をつくっているとこ

ろでもございますので、こういうのを海外に

広げていくために、ひとつぜひ、これはお願

いで、要望で結構です。 

 

○末松直洋委員 30ページから33ページ、農

業技術課についてお伺いいたします。 

 農研センターの試験研究の方向性について

でありますが、農研センターにおかれまして

は、これまでオリジナル品種の育成、新たな

農業技術の開発などに取り組まれ、稼げる農

業の実現に大きく貢献されております。 

 しかしながら、ＴＰＰ11など経済のグロー

バル化が進展する中で、熊本農業が今後とも

安定して成長を続けるには、なお一層の生産

性の向上が必要と考えます。 

 そこで、農研センターにおかれまして、来

年度以降、競争力のある熊本農業の実現をす

るため、どのような方向で試験研究をされる

のか、農研センターの下舞所長にお伺いいた

します。 

 

○下舞農業研究センター所長 競争力のある

農業、稼げる農業の実現のためには、生産現

場では何より新技術の導入が欠かせないと思

っております。それを支える新品種、新技

術、革新的な技術の開発を農研センターが担

っていると思ってます。 

 品種につきましては、これまで、水稲の

「くまさんの輝き」やイチゴ品種の「ゆうべ

に」に続くような品種の開発を進めてまいり

ますとともに、種雄牛の造成等についても促

進してまいりたいと考えております。 

 革新的な技術の開発につきましては、熊本

の水稲、野菜、果樹、畜産などの栽培技術、

肥培管理技術とか飼養管理技術について、特

に、最近、ＩＣＴ等を活用しました革新技術

を用いまして、施設園芸のハウスの複合環境

制御技術とかドローンによるリモート先進技

術の開発などを加速化させてまいりたいと考

えております。 

 技術の開発に当たりましては、農業者、消

費者、流通業者などのニーズをしっかり把握

しながら進めるとともに、農業団体、市町

村、あと普及組織とも連携して、農業現場の

課題に即応した開発を進めてまいりたいと考

えております。 

 

○末松直洋委員 ありがとうございます。 

 私も果樹試験場に２年半おりましたので、
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新品種の育成とか新技術の開発には非常に時

間がかかるということも十分承知しておりま

す。イグサ、先ほど言われましたイチゴ、

「くまさんの力」等、成功している例も多々

あると思います。ただ、生産現場の思いと若

干ずれがあることがありますので、今後とも

生産者の声を生かした品種育成とか新技術の

開発あたりに、ぜひ今後ともお力添えをいた

だければと思います。 

 もう１点、済みません、いいですか。 

 57ページの農地・担い手支援課の６番目の

施設園芸集積総合支援事業ということであり

ます。先ほど御説明があったんですけれど

も、これは中古ハウスの移転とかの場合だけ

なのでしょうか。例えば、農業用ハウスを違

うところに移設したいという移設費あたりは

対象になるんでしょうか。お伺いいたしま

す。 

 

○鳥井農地・担い手支援課長 この事業につ

きましては、空きハウスが、高齢等でもう使

われなくなったハウスがあった場合は、そう

いうものを農協のほうでどういうハウスがあ

るかというのを調べて、それを規模拡大とか

新規就農の方で利用したいという方とマッチ

ングしまして、現状で、再利用、土地を借り

てする場合もありますし、使われる方の土地

に移してする場合には、その移転費、修理

費、そういう修繕費等も対象としておりま

す。 

 

○末松直洋委員 実は、宇城市がこれから進

めていく国営基盤整備事業が900ヘクタール

規模で計画されておりますが、ただ、ハウス

をどうしても移転しなければならないという

場所とか、農地集積を進めなければ補助率が

高くならないとか、そういった面において、

やっぱりハウスの移転までは自分たちはお金

出し切らぬというところがかなりあります。

農地集積を進めるためには、ハウスの移転あ

たりも、ぜひ──国営基盤整備事業の制度と

一緒になってこういった事業ができるのかど

うか、お伺いいたします。 

 

○村山農村計画課長 国営の宇城地区に関し

ましては、今地区調査を進めておりまして、

２年後ですかね、に向けた事業化を目指して

おります。 

 その中で、先生御指摘のハウスの集団化に

伴う移転費用、これも非常に課題でございま

す。約900棟ですね、ハウスがあると承知し

ておりますけれども、今現行制度では、担い

手課長が御説明したような県の支援制度と

か、国の補助制度で農地耕作条件改善事業と

かありますけれども、国営事業の中ではメニ

ュー化されていません。ですので、そのあた

りは既存事業を活用するとか、または国営事

業の中のメニューの創設とか、そういった国

への働きかけとか、そういったことをしっか

りやってまいりたいと思っております。 

 

○末松直洋委員 御説明ありがとうございま

す。 

 ハウスを移転せなんなら基盤整備かたらぬ

ばいと、加入せぬという人もかなり出てくる

可能性もあります。そういう声もありますの

で、しっかりと国のほうにそのメニューも入

れてもらうように、ぜひ強い要望をお願いい

たします。 

 

○前川收委員 さっき話があった122ペー

ジ、漁港管理費の中の３番のマル新ですね。 

 県管理漁港内放置船対策事業ということで

1,996万、県管理漁港内の放置船による被害

防止対策に要する経費と書いてありますが、

これは西岡先生がもうずっとおっしゃってい

ただいてますが、県内に4,000隻ぐらいの放

置船があると。漁港内に、さっきの説明じゃ

牛深漁港の中だというお話でありました。マ

ル新ですから初めてやるんでしょうけれど
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も、そもそも船を撤去なさるのか、それとも

何かほかの船に被害が起こらないような処置

をなさるのかが１つ。 

 それと、財源内訳を見ると、県費が146万

円、諸費が1,850万円ということになってま

して、諸費の内訳は何なのか。つまり、そも

そも船には所有者がいて、本来所有者の責任

で、それは放置してはいけないわけですし、

管理なさるべきですし、要らない船はみずか

ら廃棄しなきゃいけないということでしょう

けれども、現状から言うと、漁港内ですらこ

ういうふうに放置してしまうということにな

ってる状況があるとすれば、もちろんほかの

船に被害が出ないようにしなきゃいけないと

いう理由はわかりますが、仮に、それを県が

もう処理しますということをやってしまえ

ば、この後自分で処理する人は誰もいなくな

って、もう全部ほっとけば県がやってくれま

すよというようなことになるようなやつの第

１号になってはならないというふうに思って

ますが、その辺の対策はどうなさってらっし

ゃるのか、諸費の内訳も含めて教えてくださ

い。 

 

○田尻漁港漁場整備課長 まず、この放置船

対策事業につきましてですけれども、これは

牛深漁港に泊まってありまして、長年にわた

って係留されてる、ある大型船の除去のため

の経費でございます。これにつきましては、

再三にわたって指導を繰り返しましたけれど

も、連絡がつかずに、今これを廃棄物として

認定するための作業を進めているところでご

ざいます。認定されましたら、漁港漁場整備

法に基づきまして、除却命令を出して法的に

対処していこうと考えるところでございま

す。 

 この諸費の内訳でございますけれども、当

然、管理者が除却をする場合は代執行という

形になりますので、その費用に関しましては

本人のほうに請求するということで、その費

用を充てるのが、この諸費に当たる部分でご

ざいます。 

 

○前川收委員 撤去なさるということ、それ

から撤去費用については所有者に負担させる

ということのお話でありましたから、少し安

心をいたしました。ただ、何遍連絡しても連

絡がとれない人に、果たしてそれは負担をさ

せられるのかどうかというのは、また別な話

としては問題があると思いますが、いずれに

しても、やっぱりそういう気持ちというのか

な、制度上の話としては、ここはおっしゃっ

たようにぴしっと守っとかないと、もう要す

るに、知らぬ顔しとけば勝手に県がやってく

れますよということにだけは絶対ならないよ

うに、今後も注意していただきたいと思いま

すし、やっぱり徹底して処理費については所

有者のほうから取るということの前提を崩さ

ないようにしていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○田尻漁港漁場整備課長 そのように頑張っ

ていきたいと思います。 

 

○岩田智子委員 21ページ、流通アグリビジ

ネス課のくまもとの未来を築く子どもたちへ

の学校給食支援事業について、1,236万円と

いうところで、利用促進に要する経費と書い

てありますが、利用促進に要するというのが

どういうことなのか、ちょっと説明をお願い

します。 

 

○山下流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 くまもとの未来を築く子どもたちへの学校

給食支援事業につきましては、28年度から開

始しておりますけれども、28年度のキックオ

フ大会を皮切りにいたしまして、まずは、学

校給食に向けて加工品等も納入していったら

どうかということで、この２年間取り組んで
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まいりました。あと、一番利用の多いタマネ

ギ等、そういった生鮮をなるべく長い期間流

通させることができないかということで、今

年度まで取り組んできたところでございま

す。 

 あと、11月の議会でも、うちの部長のほう

から答弁いたしましたように、現地に、せっ

かく生産されているんだけれども、なかなか

学校給食に届けられないというのは、やはり

今までの既存の流通の方々が間におられた

り、学校給食のメニューがございますので、

献立をつくる方々がおられたりということ

で、既存の関係者がたくさんおられると。そ

この方々と御協力をいただかないと、なかな

か地元のものはつなげないんじゃないかとい

うことで、今年度新たに、また地域でモデル

的に取り組んでいただければということで始

めたところでございます。 

 具体的には、一番地域で農産物が集まって

いるのは物産館だろうというふうに思ってお

ります。この物産館を食材の集約機能という

ことで一つ位置づけをさせていただいて、そ

れを学校給食に納入している方々のもとへ届

けまして、それを学校側に届けるという、給

食センターに届けるといった、そういった地

域連携の流通事業を立ち上げていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 

○岩田智子委員 ぜひ、地産地消という意味

でも給食にたくさん取り入れていただきたい

んですけれども、やっぱり量とかそういうも

のも関係してきますので、大きな学校とかセ

ンターとかなかなか難しいと思いますけれど

も、ぜひたくさん広げていっていただきたい

なという強い思いがあります。よろしくお願

いします。 

 続けていいですか。 

 

○山口裕委員長 どうぞ。 

 

○岩田智子委員 種子、種を守るというよう

な取り組みを今度いろいろされていますが、

41ページですね。 

 優良種子の安定供給とか、大豆の生産に必

要な優良種子の確保とか、そういう何か種子

法とかに関連してのものだと思うんですけれ

ども、実際、農家の方々は、こういうことに

関して、県への要望とか、こんなふうにして

ほしいというような気持ちみたいなのが来て

いるのかどうか――、私も農家じゃないの

で、ちょっとよくわからないのですが、消費

者としては、やっぱり種を守ってほしいとか

そういう気持ちがあるので、ちょっと教えて

いただければと思います。 

 

○大島農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 委員から御質問のありました主要農作物種

子法に関して申しますと、お米と麦と大豆の

みが対象になっております。これ以外に、種

苗関係では、種苗法ですとか、ほかに農産物

検査法とか幾つかございまして、廃止にもう

既になりましたのは、米、麦、大豆を所管し

ております主要農作物種子法でございます。 

 こちらにつきましては、法廃止後につきま

しても、熊本県では、先ほどちょっと紹介が

ありました農業研究センターのほうを中心

に、熊本に適する品種を選び出す、もしくは

育成をする、さらに、その大もとになります

種子につきまして、原原種と言われる、何と

いいますか、種子の大もとのものを生産いた

しまして、それを３年間に分けてふやしてい

くことで農家に提供するような仕組みをとっ

てございます。 

 そういう形で、既に構築された制度と仕組

み、それから、先ほど御紹介しました予算を

昨年同様措置いたしましたので、種子をつく

られている農家のほうから、もしくは種子を

購入して本年産稲作をされる、そういった農

家のほうから、特に心配の声は聞こえてきて
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おりません。という状況でございます。 

 以上です。 

 

○岩田智子委員 ありがとうございます。よ

くわからないことをしっかり教えていただい

てありがとうございます。 

 それから、農研センターのことで、去年、

台風の後だったですかね、訪問させていただ

いて、すごく古いところだったし、それで壊

れていたので、地震の後もですね。今度いっ

ぱい修復の予算があるので、本当きちんと仕

事がしやすいようにきれいになればなという

ふうに思っていますので、これはよかったな

ということが１つと、以上です。済みませ

ん。 

 ありがとうございました。 

 

○西岡勝成委員 122ページ、漁港漁場整備

課長にお尋ねしたいんですが、最近温暖化で

非常に潮位が高くなってきて、漁港、港湾、

建設海岸、海岸線のかさ上げというのが、非

常に、本当に私たちも、若いころと今とする

と、潮位が20センチも30センチも上がってい

るんじゃないかと思うぐらい、特に大型台風

時は、もう気圧が下がるものですからひどい

んですけれども、今からこのかさ上げをして

いくのに相当金がかかっていくだろうと思う

んですが、この県管理漁港だけでも、そうい

う潮位が高くなって、に対する対策費という

のは大体見積もりなんかされている。随時、

今重要なところから工事はされているんです

けれども、全体的に将来まだまだ金がかかっ

ていくと思うんですけれども、その辺はどう

ですか。 

 

○田尻漁港漁場整備課長 漁港の高潮に対す

る対策でございますけれども、今実際に高潮

でつかってて困っているところから順次工事

を進めているところでございます。ただ、全

部が全部つかっているわけではなくて、今必

要なところはヒアリング等をしまして、そこ

の場所についてやっておりますので、全体像

としてどれだけあるかというのは、ちょっと

まだつかめてない状況でございます。 

 

○西岡勝成委員 これは将来的なことも含め

て緊急を要するところからやっていかざるを

得ないと思いますけれども、その辺も将来的

にどのぐらい金がかかっていくのか、ぜひ、

漁港なら漁港だけでも結構ですので、港湾も

あれば建設海岸もある、それぞれ県内でかな

り金がかかっていくと思いますので、その辺

はひとつ調査をしとってください。 

 

○山口裕委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 なければ、これで付託議案

に対する質疑を終了いたします。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第45号、第54号、第55号、第

91号及び第108号について、一括して採決し

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 異議なしと認め、一括して

採決いたします。 

 議案第45号外４件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 異議なしと認めます。よっ

て、議案第45号外４件は、原案のとおり可決

することに決定しました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 それでは、そのように取り

計らいます。 
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 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が３件あっており

ます。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告をお願いします。 

 

○千田農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 常任委員会報告資料の(1)、熊本地震によ

る農林水産業の被害及び復旧・復興の状況に

ついて、１ページのほうをお願いいたしま

す。 

 熊本地震による農林水産関係被害につい

て、２ページの下段のとおり、被害額の確定

を行うものでございます。前回の昨年４月に

公表した1,777億円余に比べ、農業施設の新

たな被害把握による増額等により48億円余の

増額となっております。 

 ３ページ以降は、被害に対する対応状況に

ついて、最新の状況を朱書きで記載しており

ます。 

 １点だけ御紹介させていただきます。 

 ３ページの下段、被災農業者向け経営体育

成支援事業について、未契約状態解消のた

め、マッチング支援に取り組んだ結果、平成

28年度申請分及び平成29年度申請分ともに、

未契約数はゼロとなっております。 

 続きまして、農林水産常任委員会報告資料

の(2)、林地開発や農地転用等を伴う太陽光

発電設備の現況について報告させていただき

ます。 

 １ページをお願いいたします。 

 11月定例会の本委員会での御指摘を受け、

平成24年４月以降、林地開発や農地転用等の

許可を行った１ヘクタール以上の145カ所の

太陽光発電施設のうち、大規模かつ傾斜地に

ある14カ所を抽出し、本年１月から２月にか

け、事業者や地元市町村立ち会いのもと、現

地調査を行いました。 

 ２ページをごらんください。 

 ①の防災施設の設置・管理状況について

は、13カ所で調節池、排水施設が設置されて

おり、点検も適宜行われておりました。 

 下段の②、設備の撤去及び処分計画につい

ては、固定価格買い取り制度終了後は、発電

継続予定が５カ所、撤去、処分の予定が９カ

所ですが、撤去、処分の予定のうち、６カ所

は買い取り価格等の動向次第とのことでし

た。 

 また、右の枠になりますが、その費用につ

いて定期的な積み立てを実施しているのは８

カ所でした。 

 ３ページをごらんください。 

 ③の施設敷地内での土砂災害等についてで

す。４カ所で６件、のり面崩壊等が発生して

いますが、４月復旧予定の１件を除き、既に

復旧が完了しておりました。 

 中段の④、周辺住民との協定締結ですが、

７カ所において災害防止や景観保全等につい

て協定が締結されていました。 

 下段の⑤、市町村から伺った地域住民の声

ですが、工事中の土砂流出や景観への配慮

等、事業者への要請については、それぞれ対

応が進んでおりました。一方、市町村の景観

審議会において、景観計画の見直しを検討中

であったり、開発行為の審査制度の改善を求

める声や太陽光発電を遊休地の有効活用策と

して推進する意見も伺っているところです。 

 下段の総括としては、今回の抽出調査にお

いては、施設の管理は適正に行われており、

施設からの土砂流出等の発生は確認されてお

りません。一方、撤去及び処分費用について

は、いずれも計画はあるものの、14カ所のう

ち６カ所は費用の積み立てが行われていませ

んでした。 

 ４ページをお願いいたします。 

 今後の方針等ですが、太陽光発電事業につ

いては、災害、環境上の懸念や地域住民との

関係の悪化等、種々の問題の顕在化を受け、
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平成29年３月、維持管理や事業終了後の撤

去、処分等の適正化のため、資源エネルギー

庁がガイドラインを制定、同年４月には、保

守点検、維持管理の違反等には、改善命令や

認定取り消しを可能とする改正ＦＩＴ法が施

行されています。 

 また、同年９月、総務省が、環境省、経済

産業省に対し、使用済みパネルの適正処理や

リサイクルシステム構築について法整備を含

めた検討を勧告しています。 

 こうした動きを受け、林野庁、経産省にお

いては、林地開発や環境保全に係るガイドラ

インやパネルの適正処理対策について検討が

行われているところです。 

 県におきましては、今回の調査結果につい

て関係省庁に情報提供を行うとともに、さら

に、景観悪化に対する法令整備について引き

続き要望を行うのに加え、災害撤去等に関す

る制度改善について要望を予定しておりま

す。一方、地域においては、関係法令、ガイ

ドライン等に沿った指導とともに協定締結を

働きかけてまいります。 

 農林水産政策課からは以上です。 

 

○鳥井農地・担い手支援課長 報告の(3)、

新規就農者の状況につきまして、平成29年の

調査結果がまとまりましたので、御説明をい

たします。 

 なお、今年度につきましては、昨年度まで

新規就農者と新規雇用就農者を分けて報告し

ておりましたけれども、国に合わせまして、

２つを合わせて新規就農者として取りまとめ

ておりますので、申し上げます。 

 １の調査結果ですけれども、平成29年５月

１日時点の県内の新規就農者は463人で、昨

年から39人減少いたしております。 

 内訳は、新規学卒就農者が19人増の74人、

Ｕターン就農者が20人減の85人になり、この

２つを合わせた親元就農者は159人で、昨年

とほぼ同数でございました。また、新規学卒

就農者のうち37人が農業大学校の卒業で、昨

年から20人ふえております。また、農外から

の新規参入者は10人減の131人でした。さら

に、農業法人等の新規雇用就農者は、全体の

景気動向が上向いているため、前年から28人

減少し、173人でございました。 

 ２ページをごらんください。 

 年齢別に見ますと、20代が最も多く、次い

で30代となっております。20代は、新規雇用

就農や新規学卒が多く、30代になりますと、

雇用就農のほか、新規参入とＵターンが多く

なります。 

 ３ページをごらんください。 

 地域別に見ますと、菊池地域が89人で最も

多く、次いで熊本地域が76人、玉名地域が58

人でした。 

 ４ページをお願いします。 

 営農類型別に見ますと、施設野菜が151人

と最も多く、次いで露地野菜91人、稲作等42

人、果樹41人でした。施設野菜はＵターンの

割合が大きく、畜産では雇用就農が多くなっ

ております。 

 ５ページをお願いします。 

 雇用就農を除きます新規就農290人のうち

171人が国の農業次世代人材投資資金の受給

者でした。45歳未満では55％、新規参入にお

いては81％が受給をしております。 

 なお、本県の28年度の給付金の受給者は、

引き続き全国１位でした。 

 ６ページをお願いいたします。 

 新規就農者の定着状況ですけれども、平成

24年から28年までの新規就農者のうち、離農

者は59人で、離農率は3.8％と、前年調査の

4.1％よりも0.3ポイント改善いたしておりま

す。 

 親元就農と新規参入を比較しますと、新規

参入が6.1％と、離農率が高くなっておりま

すが、製造業やサービス業などの離職率が20

～30％となっておることに比べますと、定着

率が高いと言えます。 
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 ７ページでは、離農者の内訳を見ますと、

農業系以外の高校を卒業したＵターン及び新

規参入者の離農が多くなっております。ま

た、青年就農給付金の受給者は36人ですけれ

ども、このうち、準備型を受給して認定研修

機関等で研修を受けた者の離農はありません

でした。 

 今後も、農業次世代人材投資資金をしっか

り活用しながら、農業大学校を中心に、農業

高校との連携を強化しながら新規学卒就農者

の育成を進めますとともに、市町村やＪＡと

連携しまして、認定研修機関等を経由したＵ

ターンや新規参入者の受け入れと定着に取り

組んでまいります。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 以上で報告が終了しまし

た。質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 地震に対する対応の中で、被

災農家のための経営体育成支援事業、９月の

代表質問で私も質問させていただきました

が、皆さん方の努力によって申請して未契約

というのがゼロになったという御報告をいた

だいて、御努力に敬意を表したいというふう

に思います。ただ、事業は続いておりまし

て、フェーズが変わっていく状況の中で、ま

だ新しい課題も出てきているようであります

ので、きょう、ここでは言いませんけれど

も、その課題もそれぞれ適切に対応いただき

ますようにお願いを申し上げておきたいと思

います。この点は以上です。それから、もう

１つ、別にこれは答え要りません。ただ感想

です。 

 それと、林地開発や農地転用を伴う太陽光

発電の設備についても、幾つか抽出いただい

て見にいっていただいたということで、全体

的にはちゃんとやってらっしゃるというとこ

ろが多かったということだと思いますけれど

も、ぜひ、こうやって見にいくぞということ

がとても大事で、１年、２年は頑張ってやっ

てらっしゃっても、だんだんだんだん人間は

誰でもそうでしょうけれども、関心が薄れた

りしていくし、管理者側もやっぱり手を抜

き、誰も見にこないからどうせわからぬもん

というところで手を抜いてしまうということ

もありがちでございますので、ぜひ定期的に

は調査をしていただきたいというふうに思っ

てますし、また、撤去について、20年後のこ

とについて、まだ未定のところもあるようで

ありますから、そこはやっぱりしっかり後計

画まで含めてちゃんとやってもらいたいし、

それをやるために、できれば住民協定です

ね。地域住民との協定を結んで、20年後はこ

ういう形でちゃんともとに戻しますと、継続

しますと。継続するといったって、何年継続

するのかわかんないんですね。また、パネル

の寿命というのも当然ありますから、継続し

ますと、20年たちました、25年やりますの

か、何年やりますのか、わかりません。パネ

ルの寿命が来た後は発電効力はとても悪くな

るんでしょうから、そこはまた引き続き発電

をしていきますということの先がどうなって

いくのかというのはちょっと見えないです

ね。パネルを変えると、更新するという話で

あれば、また別かもしれませんが、多分それ

はないだろうと思います。ＦＩＴが切れた後

に固定買い取り制度がなくなって、どうも九

電の状況、地域の電力会社の状況を見ても、

余り太陽光発電というのは、ピーク時が一遍

に来て、なかなか調整が難しい電力だという

話も伺っておりますから、その辺は、また引

き続き後追いをしていただければなというふ

うに思います。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、これで報告に対する質疑を終了

します。 
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 次に、その他に入ります。 

 まず、ここで私のほうから、12月の委員会

において取りまとめを御一任いただきました

平成29年度農林水産常任委員会における取り

組みの成果について、お手元に配付のとおり

案を作成しましたので、御説明します。 

 この常任委員会における取り組みの成果

は、今年度の当委員会の審議の中で、委員か

ら提起された要望、提案等の中から取り組み

が進んだ主な項目を取り上げ、３月に県議会

のホームページで公表するものです。 

 項目の選定等について、橋口副委員長及び

執行部とで協議をし、当委員会としては、４

項目の取り組みを上げた案を作成いたしまし

た。 

 ここに上げた項目は、いずれも委員会審議

により、取り組みが進んだ、あるいは課題解

決に向けての検討や調査が動き出したような

ものを選定しております。 

 もちろん、この項目以外の提起された課題

や要望等についても、執行部で調査検討等を

続けておられますが、これらの項目を特に具

体的な取り組みが進んでいるとして取り上げ

させていただきました。 

 皆さんにお尋ねですが、この案につきまし

て何か御意見等はございませんでしょうか。 

 

○前川收委員 よくまとめられていると思い

ます。 

 

○山口裕委員長 それでは、この案でホーム

ページへ掲載したいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 なお、この後、文言の整理、修正があった

場合は、委員長に御一任いただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

  （「はい」「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 はい。そのように取り計ら

わせていただきます。 

 それでは、ほかに委員の先生方から何かご

ざいませんか。 

 

○前川收委員 私のほうから、国に対する意

見書の提出についての意見を述べさせていた

だきたいというふうに思います。 

 ２つございます。 

 １つは、農協改革に対するＪＡ自己改革の

尊重・支援に関する意見書ということで、で

きれば、皆さん方に２種類ともに資料として

出していただきたいんですけれども……。 

 

○甲斐議事課主幹 では、委員長、お配りし

てよろしいですか。 

 

○山口裕委員長 はい、お願いします。 

(資料配付) 

○前川收委員 配ってらっしゃる間に話をし

ておきたいと思いますが、農協改革について

は、もう既に御承知のとおり、農林水産業・

地域の活力創造プランということの中にのっ

とって農協改革をやっていくという大きな枠

組みがあるわけでありますけれども、その中

でいろんな議論があっている状況を見ると、

どうも現場の状況とはかけ離れた話があって

るというふうに伺っておりますし、来年５月

には、それの実行をしていくということであ

ります。 

 ＪＡとしては、熊本の農業の基幹的な組織

であり、ＪＡがなくなれば、多分末端農家の

農業というのはなかなか成り立たないという

ふうに思っております。 

 また、改革プランの中に入っている金融と

の分離とか、それから准組合員の扱いとかと

いう部分については、例えば、農業資金を借

り入れしようと思っても、市中銀行が今の田

畑、農業施設をどれほどの資産価値を見て担

保物件として見てくれるかというのは非常に

疑問があります。 

 だからこそ、農協が金融事業もやっている

わけでありますので、ここに書いてあります
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とおり、１番は、ＪＡグループの自己改革、

みずからの改革ということをしっかりと認め

てもらいたいということが１つ。 

 １番が、その自己改革で、内容は、農業者

の所得増大、農業生産の拡大、それから地域

の活性化というような現場の視点に立った万

全の対策を講じることと、２番が、農協制度

の見直しの検討に当たっては、ＪＡグループ

の自己改革の内容を尊重することという２つ

の意見書を国に対して提出いただければとい

うふうに思っております。 

 それと、もう１点は、青果物等の首都圏へ

の持続可能な輸送体系の構築に向けた支援を

求める意見書でありますけれども、これは、

労働法改正の中にあって、１日の労働拘束時

間が13時間、最長でも16時間ということにな

っております。それはそれとして、とても大

切なことですからいいと思っているんですけ

れども、現実問題とすれば、熊本で生産され

た青果物や野菜関係が、約４割は首都圏に出

荷しております。その４割の首都圏出荷のほ

とんどが、９割以上がトラック輸送によって

賄われており、現実に、今のこの制度の適用

があると、トラック輸送で送れないと。簡単

に言えば、途中で中継して運転手さんを変え

る。同乗していって変えるじゃだめなんです

ね。同乗は拘束時間に入りますから、別な人

が全く違うところで待っててくれて、そこで

乗りかえていってもらってやっていくという

こと以外に方法はないということでありま

す。 

 ですから、できれば１クールですね。熊本

から出発して、そして戻ってくるまで、これ

を１クールとして考えたときに、その全体の

拘束時間を日数で割るというような形で見て

いただくと、複数日の平均時間ということで

運用していただければ、この適用にならない

ということになると思います。それが記の１

番です。そういう見方での運用をしていただ

きたいということ。 

 それから、２番は、これは、いろんなトラ

ック輸送以外の産地におけるこの輸送体系と

いうものを構築していかなければ多分だめな

んだろうというふうに思いますので、もちろ

ん──とはいえ、トラック輸送が全くなくな

るはずはないわけでありますから、トラック

輸送と組み合わせをして、例えばＲＯＲＯ船

というんですかね、そういう船を使ったり、

鉄道を使ったりという、そういったモーダル

シフトをしっかり構築していくための取り組

みに対して支援をいただきたいという、その

２点を意見書として出させていただければと

いうふうに思っておりますので、委員長、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○山口裕委員長 はい。 

 ただいま、前川委員のほうから２件の意見

の提出について御提案がありました。皆さん

のお手元にも前川委員の意見書の案を配付さ

せていただきました。いかがいたしましょう

か。意見書を書記から読み上げさせましょう

か。 

 

○村上寅美委員 今説明があったろうが。 

 

○山口裕委員長 はい。今ほとんどもう内容

を説明されましたので……。 

 

○村上寅美委員 よかね、ちょっと関連で。 

 例えばコンテナ輸送たい、コンテナ。車は

いかぬから、コンテナだけを整備して、それ

はどうなるのかな。 

 

○山下流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 ＪＲのことだろうと思いますけれども、コ

ンテナ輸送に対しましては、東京まではどう

してもトラック輸送のほうが割安で行きま

す。仙台よりも遠くなればＪＲ輸送のほうが

安くなるということでございます。 
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 期間としましては、トラックですと、３日

間、24時間で大体行くんですけれども、生産

後３日で消費地に届くという形でございます

けれども、ＪＲを使いますと、プラス１日余

計にかかりますのと、あと、ＪＲは時間帯で

動いておりますので、その列車の時間に間に

合わないと載せていけないと、選果場の時間

には合わせてくれないというところがござい

ます。 

 

○村上寅美委員 そうすると、コスト的に

は。 

 

○山下流通アグリビジネス課長 コスト的に

は、仙台より遠くなればＪＲ輸送のほうが安

くなります。 

 

○村上寅美委員 定期便が出ているわけよ

ね、博多から。これは水産ですよ、水産。水

産では、とびうお号というてね、水産専門で

定期便が出とるわけたい、列車が。夜の５時

か、翌日売りに大阪までは間に合うというよ

うな形の定期便が出てるんですよ。だから、

僕はコンテナの質問をしたんだけど、だか

ら、そこまで運送屋さんが博多まで持ってい

けば、その定期便に乗れるわけたいね。だか

ら、時間帯は今言うようにトラックのほうが

早い。早いけど、物によって、もちろんそれ

生鮮だから、物によっては時間帯よりもコス

トの問題とかいろんな問題で送ることがあり

ますからね。ただ、ジュースなんていうの

は、時間の問題じゃないから、加工品は。生

鮮は時間の問題だわな。その辺のところは説

明できるかな。 

 

○山下流通アグリビジネス課長 青果物の場

合は、選果場で取りまとめまして、ＪＲコン

テナを使うかトラックを使うかということに

なるかと思いますけれども、一番初めの出荷

が、11時ぐらいからトラックが着きまして出

荷していきまして、大体最後は６時、７時、

夕方までかかるもんですから、なかなか１日

１便、１日２便のＪＲコンテナには間に合わ

せることができないというのが今現状でござ

います。 

 今年度から、団体とも一緒に検討を始めて

おりますけれども、それを含めましてもＪＲ

コンテナの場合は遠隔地に行けば安くなりま

すので、ＪＲコンテナの利用、または前川委

員からございましたＲＯＲＯ船という船、船

便を使った輸送につきましては、今熊本から

使えそうな便が大分発と博多発、小倉発とご

ざいますので、その時間帯を見ながらそれぞ

れ振り分けていく必要があるのかなというこ

とで、トラック協会と農業団体と県と一緒に

なりながら、ちょっと産地の出荷状況も見合

せながら今後検討していくということで今検

討を始めたところでございます。 

 

○村上寅美委員 俺はよそのことは知らぬけ

ど、河内ミカンを日通と九州産交で選果場に

とりにくるんですよ。選果場渡しなんです

よ、運送屋に。運送屋が責任持って東京市場

等目的地に運んでくれるわけたい。だから、

それを見てるから、そしてコストも大幅にそ

れは下がってるんですよ。ですね。だから、

その辺のところで、コストの問題と時間の問

題等を──ちょっと一度、河内と言わぬけ

ど、河内が一番よかたい。生産工場に行って

現場を見る必要があるね、君は、県も。そう

すると、なるほどというようなところが出て

くるはずだから。ですね。価格も違うんです

よ、全然。工場渡しということで出せば、工

場渡しだもんだから、だから、それはもう東

京青果なら東京青果に出す仲卸さんが、ある

いは問屋さんが、もう工場で買い取って、車

は自分で入れるわけたい、自分で。生産者

は、あくまでも工場渡しになっとるもん。そ

ういう状況たい。 
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○前川收委員 提案者として言いますと、そ

れができなくなると。 

 

○村上寅美委員 できなくなるの。 

 

○前川收委員 今のままではあれば、５月か

らその労働基準法の改正があって、トラック

輸送そのものが非常に長時間労働拘束をする

から、できなくなるからこの意見書を出して

くださいという話であります。 

 

○村上寅美委員 できなくなる可能性がある

…… 

 

○前川收委員 可能性があるということで

す。 

 

○村上寅美委員 それはいかぬよ。 

 

○前川收委員 だから意見書を出しているん

です。 

 

○村上寅美委員 それはやっぱり時代逆行だ

もん。な。今の利便性があってたい、コスト

的にもあるのを法でくくって、逆にマイナス

要素をつくるようなことはいかぬから、ぜひ

やりましょう。 

 

○前川收委員 お願いします、委員長。 

 

○山口裕委員長 ありがとうございます。 

 それでは、配付した意見書(案)について、

皆さんの質疑を受けたいと思います。 

 初めに、農協改革に対するＪＡ自己改革の

尊重・支援に関する意見書(案)ついて、質疑

はありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 それでは、委員会から議長

に農協改革に対するＪＡ自己改革の尊重・支

援に関する意見書を提出したいと思います

が、御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 異議なしと認め、この意見

書(案)により、議長宛てに提出することに決

定しました。 

 次に、青果物等の首都圏への持続可能な輸

送体系の構築に向けた支援を求める意見書

(案)について質疑を受けたいと思います。 

 

○岩田智子委員 今前川委員のお話とかお聞

きして、現実的にはこうだろうと、とても私

も思いますが、トラックに乗ってらっしゃる

労働者の方々の御意見もちょっと聞いている

身としては、やっぱり１番のところの改善基

準告示を複数日の平均時間として運用すると

いう、この１番に関して、やっぱりどうして

も今のところ私としてはどうかなというとこ

ろがありますので、質疑というよりも意見と

してお話をしておきます。よろしくお願いい

たします。わかります、現実的には。 

 

○山口裕委員長 私も、前川先生から御意見

をいただいて整理をさせていただいたんです

が、１日最大16時間の拘束時間ということ

で、今度１番目に書いてあります改善基準告

示が定められるわけですけれども、先ほど

──ここに書いてあるのは「複数日の平均時

間として」という表現をしておりますが、月

単位でいくと293時間という制限になってお

りますので、ここの基準はしっかり守ってい

ただくという前提をもって、その中で柔軟な

運用、弾力的な運用をやっていただければと

いう御意見でございますので、岩田先生の御

意向、そして、熊本県の今の首都圏の輸送の

状況に応じて、現実的な文言ではないかとい

うふうに思っております。いかがでしょう

か。 

 

○岩田智子委員 わかりますが。ありがとう

ございます。 
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○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 それでは、委員会から議長

に青果物等の首都圏への持続可能な輸送体系

の構築に向けた支援を求める意見書(案)の提

出をしたいと思いますが、御異議ありません

か。 

  (｢異議なし」「反対です」と呼ぶ者あ

り） 

○山口裕委員長 それでは、反対の表明があ

りましたので、挙手により採決いたします。 

 この意見書(案)を議長宛てに提出すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

   (賛成者挙手) 

○山口裕委員長 挙手多数と認めます。よっ

て、この意見書(案)を議長宛てに提出するこ

とに決定しました。 

 ほかに、その他で委員の皆様から何かござ

いませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 なければ、以上で本日の議

題は全て終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして第７回農林水

産常任委員会を閉会いたします。 

  午後１時58分閉会 

――――――――――――――― 

○山口裕委員長 なお、本年３月末をもって

退職される方が、本日４名出席されておりま

す。４名の方々に一言ずつ御挨拶をいただけ

ればと思っておりますが、委員の皆様、よろ

しいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 それでは、お一人ずつ、一

言ずつでも構いませんので、お聞かせいただ

ければと思います。 

 まずは、下舞農業研究センター所長からお

願いいたします。 

(農業研究センター所長、農業技術課長

～農林水産部長の順に退任挨拶) 

○山口裕委員長 それでは、本年度最後の委

員会でございますので、私のほうからも一言

御挨拶を申し上げます。 

 この１年間、副委員長を初め各委員の皆様

におかれましては、御協力をいただき、委員

会活動を進めてまいりました。濱田部長を初

め執行部の皆さんにおかれましては、迅速な

対応をしていただきまして、委員会の有効な

審議に寄与していただいたと思っておりま

す。その御協力に厚く感謝申し上げます。 

 先ほど御挨拶をいただきましたが、御勇退

をされる４名の皆様には、今後とも県の発展

に御尽力いただければ幸いです。よろしくお

願いします。 

 本年度、私は、災害からの復旧、復興を一

つの旗印として取り組まさせていただきまし

た。そういった中でも、できたこと、できな

かったこと、あると思っております。 

 今後も、しっかりと熊本の農業の復旧、復

興に皆さんに御尽力いただきまして、そし

て、さらには稼げる農業の実現に向けて頑張

っていただければ、我々にとっても喜ばしい

ことでありますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 最後になりますが、皆さんの御協力、御活

躍、そして今後の御健勝、御多幸をお祈りし

まして、御挨拶にかえさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。(拍手) 

 それでは、橋口副委員長のほうから御挨拶

をお願いいたします。 

 

○橋口海平副委員長 この１年間、山口委員

長のもとで、また皆様方に御指導、御鞭撻い

ただき、本当にありがとうございました。 

 また、執行部の皆様方におかれましても、

真摯に御対応いただきまして、本当にありが

とうございます。 

 この１年、改めて、農林水産業の熊本にお

いてのウエートが非常に重いということを改

めて勉強させていただきました。 
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 今後とも、皆様方とともに、農林水産業の

発展、そして熊本県政の発展のために、頑張

ってまいりたいと思います。 

 本当に１年間お世話になりました。ありが

とうございました。(拍手) 

 

○山口裕委員長 以上で終了します。 

 委員の皆様方、執行部の皆さん、大変お疲

れさまでした。 

 ありがとうございました。 

  午後２時３分 
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